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要 旨 

幕末開港後のインフレ要因として、万延改鋳後の貨幣数量の増加が指摘

されてきた。本稿では、この時期の貨幣数量に関する基礎データを得る

ため、新史料を用いて 1858 年から 1867 年にかけての貨幣数量を推計

するとともに、幕府による貨幣の使途を分析した。 
推計結果から、貨幣在高（匁建て）の増加は、(1)万延改鋳の時期（1860

から 1861 年）、(2)将軍上洛や内戦のために万延二分金が増発された時

期（1862 年から 1865 年）、(3)大政奉還直前の時期（1866 年から 1867

年）、に分かれ、時系列データが整備されている匁建てでの物価の推移

と類似することが観察された。 

地域的にみると、貨幣の払い出しは、上方や東海道に対して重点的にな

され、全国に供給が行きわたっていたわけではなかった。 

また、銭貨については、四文銭と百文銭の増加が目立った。この背景と

しては、物価上昇に伴う銭貨需要の増加に対応するため、幕府が一文銭

に代えて、四文銭や百文銭の供給を増加させた側面があったとみられる。

この間、銅一文銭は素材として海外に流出したこと等により、その在高

は激減した。 
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はじめに 

1859(安政 6)年の開港後、インフレが発生し、大政奉還のなされた 1867(慶応

3)年頃まで激しさを増しながら、社会経済的な混乱の中で 1868(慶応 4)年 4 月

の倒幕を迎えたことが知られる。この時期のインフレの主な要因として、万延

改鋳（1860<万延元>年）後の貨幣供給数量の増加が新保[1978・1980]、大倉[1987]、
宮本[1988]によって指摘されてきた。一方、開港直後の国際的な貨幣価値の調整

による側面と、幕府が西南雄藩との間での政治的・社会的緊張のもと、国内戦

争等に際して品位の劣悪な万延二分金（以下、二分金という）を増発したこと

による財政インフレの側面も指摘されてきた。この点に関連して、幕府財政に

ついては、1863（文久 3)年の幕府帳簿を分析した森田[1976]、大口[1981]、飯

島[2004]によって、二分金や天保通宝銅百文銭（以下、百文銭という）の発行に

より得られた鋳造益が当時の幕府の財源となり、大坂、京都等での財政支出の

ために重点配分されたことが明らかにされてきた。しかし、データの制約もあ

り、物価と貨幣数量との関係についての実証研究は必ずしも十分ではない。 

この時期の貨幣数量について、これまでの研究で参照されてきた基本史料は、

1875(明治 8)年に大蔵省が旧金座人による調査を踏まえて編集した『旧新金銀貨

幣鋳造高并流通年度取調書』で、これを分析した山口[1963]は、幕府が供給した

各種金銀貨の市中在高が 1858(安政 5)年から 1869(明治 2)年までの間に、金貨

換算で約 2.5 倍に増加したことを明らかにした。ただし、把握されているデータ

が 2 時点の金銀貨に関する数量にとどまっているため、開港直後の貨幣価値の

調整局面とそれ以後の財政支出増加局面で、幕府貨幣の数量がどのように変化

したかはわからない。また、インフレが進行していく過程で、金銀貨に比べて

小額面の支払いに用いられる銭貨について、金貨と同様に数量が増えていたと

は限らない。こうした点を考えると、金銀銭貨それぞれの用途や供給目的の実

態を含め、改めて検討する必要がある。わけても、銭貨については、従来の研

究では金銀貨の補助的な位置づけで捉える向きが強かったこともあり、当該時

期の銭貨供給が幕府にとってどのような意義をもっていたかを分析することは

やや等閑視されてきたきらいがある。このため、本稿では十分に明らかでなか

った銭貨についても、それらの推移を明らかにすることに配意する。 

市中では幕府貨幣のほか、諸藩が発行した藩札や薩摩藩等による密鋳貨幣（贋

造二分金や百文銭）、上方商人が発行した手形(銀目手形)等の信用手段が用いら

れていたことが知られる。物価上昇の貨幣要因も幕府貨幣の数量のみで考察し

きれるわけではなく、諸藩や商人が発行・使用した貨幣・紙幣の実態も分析す

ることが必要であろうが、まず、幕府貨幣の供給実態を把握し、当時どのよう

な課題に直面していたかを把握することが基礎となると考えられる。 

そこで、本稿では、以下の構成で分析を進める。第一節では、開港後のイン
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フレと幕府貨幣の供給数量等に関する先行研究を振り返り、これらの分析で残

されてきた論点を整理する。第二節では、従来の研究では参照されてこなかっ

た金座人史料等をもとに、幕末のインフレと深い関係を有すると考えられてき

た万延改鋳以後の幕府貨幣（金銀銭貨）の年々の数量に関する基礎データを新

たに構築し(2.(1)）、その数量の推移を分析する(2.(2))。第三節では、金銀銭貨が、

どこで、どのように使われたかの一端を、財政資金が重点配分されたといわれ

る上方(3.(1)(2)(3))や東海道(3.(4))に焦点をあてて事例分析する。第四節では、

金座が運営した銭座に関する史料をもとに、開港から倒幕までの期間における、

各種銭貨の鋳造、回収、払い出しに関する各年の実績を数量的に整理し(4.(1)）、
ここから観察される供給方針の変化を分析のうえ、幕府にとって銭貨供給問題

への対処が持っていた意義について、その一端を考察する(4.(2))。 

 

1．先行研究の動向と本稿の問題意識 

分析を行うに先立ち、本稿の問題意識を明確にすることを考慮しつつ、これ

までの研究成果について振り返っておこう。先行研究では、分析に用いた史料

で解明できた事柄とともに、新たな史料を探索しなければ解明しきれない論点

が指摘されてきた。 

以下では、幕末の貨幣供給に関連する先行研究を、①幕末のインフレと貨幣

供給の関係に関するもの、②貨幣供給数量の推計に関するもの、③幕府財政に

関するもの、に分けて整理する。これらの先行研究では、1860(万延元)年に実施

された万延改鋳以後の発行貨幣について言及がなされている。 

なお、開港以降の貨幣制度や鋳造された貨幣の形状、品位等については、

1876(明治 9）年に大蔵省が編纂した『大日本貨幣史』1を嚆矢とし、塚本[1923]、
小葉田[1958]、日本銀行調査局[1973]等、多くの著作において解説されてきた2。

その詳細はこれらに譲るが、個々の貨幣に関する情報のみでは、幕末期の貨幣

供給の全体像は捉えにくい。そこで、この時期に流通していた金銀銭貨の種類

を【表 1】に整理した。これをみると、この当時の流通貨幣の種類が多く、なか

でも小額貨幣が目立つことがわかる。もっとも、これまでの貨幣史研究では、

金銀銭貨の貨幣単位が、支払決済の際にどのように換算され、使われていたか

の実態に関する分析3は必ずしも十分に検討がなされてきたわけではなく、貨幣

                                                  
1 大蔵省[1925]により校訂・復刻、幕末期については 394～437 頁。 
2 塚本[1923] 47～61 頁、小葉田[1958] 200～208 頁、日本銀行調査局[1973]199～267 頁。

貨幣研究家による図版入りの論考は多いが、代表的なものとして、郡司[1981]47～50 頁、

59～63 頁、223～226 頁、233～237 頁、小川[1972]158～166 頁がある。 
3 近世に支払決済に用いられた金銀銭貨、藩札等の利用実態解明の必要性を指摘したものと

して、鎮目[2008]60～62 頁がある。このような問題意識から、幕末維新期の支払決済に

ついての実証分析した最近の研究成果として、加藤・鎮目[2014]84～94 頁がある。 
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供給の全体像がわかりにくい一因となっている。 

先行研究の成果を、まず、幕末のインフレと貨幣供給の関係からみると、包

括的な研究4として、大坂を中心とする各種物価（匁建てで表示）をもとに一般

物価指数を時系列的に計測した新保[1978]がある。その中で、新保は、物価変動

のメカニズムを貨幣改鋳や財政政策と関連付けながらマクロ経済学的に考察し

た。算出された物価指数によれば 1859(安政 6)年から 1867(慶応 3)年までの物価

上昇率は匁建てで約 6.6 倍、両建てに換算して約 3.5 倍5となっている。新保は、

このような物価上昇の要因として、対外的な金銀比価との調整を目的とした万

延改鋳に着目した。万延小判、万延一分金（以下、小判、一分金という）の発

行に際し、それ以前に発行されていた貨幣がプレミアム付（「増歩」）で通用な

いし交換（以下、増歩通用、増歩交換という）されたことに伴う名目貨幣数量

の増加を重視し、岩橋[1976]による貨幣数量推計値（後述）を論拠とした6。そ

のうえで、新保は、「貨幣供給量は一挙に 3 倍近く増大し、1860 年代における

急激なインフレの進行・加速度的な物価上昇という結果を招くことになった」

と主張し、この事象を「価格革命」と称した7。なお、後に新保は、1980 年の論

文において、「万延の改鋳を大きな要因」として重視しつつも、「1860 年以降の

物価高騰は、開港の影響や幕末の政治的・社会的動乱によるところが大きかっ

た」8と見解を修正している9。       

新保の主張に対し、宮本[1983]は、幕末期のインフレが万延改鋳を契機に生じ

たことを認めつつも、それだけでは倒幕直前までの持続的な物価上昇の説明が

つきにくいとし、「単なる名目貨幣量の増大だけによるものではなく、幕府財政

支出を伴った（あるいは幕府財政支出のチャンネルを通じて）貨幣量の増大に

よって生じたものということになるかもしれない」との見解を提示し、貨幣数

量について検討すべきいくつかの論点を指摘した10。たとえば、「万延改鋳の貨

幣供給数量の増加は「一挙の」ものだったか、「徐々たる」ものだったかという

                                                  
4 1820 年頃からのインフレに関する研究史を整理したものとして、宮本[1989]82～90 頁を

参照。 
5 新保[1978] 36～37 頁（表 2-1）、281 頁。 
6 新保[1978] 283 頁、286～289 頁。 
7 新保[1978]324～325 頁。新保が提唱した「価格革命」という用語を、宮本[1988]87～90

頁、杉山[2013]142 頁が踏襲している。 
8 新保[1980]129 頁。新保の含意について、宮本[1983]357～358 頁は、「幕末混乱期におけ

る流通機構の混乱や外国貿易の開始による需給バランスの激変などを指摘することにあ

った」と解している。 
9 新保や大倉の主張は、以下のような経済史テキストや論考において、開港後の情勢に関す

る基本認識として言及されている。宮本[1988]154～155 頁、宮本[1989]88～89 頁。石井

寛治[1996]97～98 頁、石井寛治[2006]99 頁、山本[1994]12～13 頁、杉山[2013]142 頁。 
10 宮本[1983]357～358 頁。 
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こと」や「万延二分金の発行量とその発行タイミング」について明らかにする

必要性に触れ、特に二分金については「この発行量の推移が幕末の物価騰貴と

いかに関連していたかが一つの検討課題であろう」としている。この点に関連

し、大倉[1987]は、開港直後の金銀比価の調整によるものと、国内戦争等の時期

に激しさを増した財政赤字の補填に伴う高騰の 2 段階に分かれるとの説を提示

し、第 2 段階については、二分金の増発による「財政インフレ」であると位置

づけ、第 1 段階における小判、一分金の名目価値の引き上げ効果よりも、幕末

の物価騰貴に及ぼした影響は大きかったと結論付けた11。すなわち、第 2 期につ

いて、1863(文久 3)年の幕府財政帳簿を分析し、開港後の貿易出超により流入し

た洋銀（メキシコ銀貨）を幕府が安く買い入れて二分金の鋳造素材とすること

で大きな鋳造益を獲得し、これを梃子にして財政支出を増大させた仕組みを明

らかにした12。 
幕府財政のインフレへの影響を強調することに、慎重な見方もある。たとえ

ば、斎藤[1980]は、1818(文政元)年以降の改鋳によって生じた「幕府財政支出増

大の効果を全国的規模で考えるかどうか」について疑問を呈した13。この見解の

根底には、幕府の機能を「近代経済における中央政府と同じではなかった」限

定的なものとして捉え、「藩内の貨幣流通量は幕府のコントロールしうるもので

はなかった」とする認識14がある。斎藤は、こうした認識のもと、1820 年代以

降に貨幣改鋳を通じて生じたインフレは、隔地間での物価変動に影響すること

は異例で、幕府の財政支出の影響が及ぶ江戸、大坂、京都といった幕府領に限

定された「三都におけるインフレーション」15であったとの仮説を提示した。こ

のように「小さな財政支出効果」を主張する際、1830 年代の幕府財政支出額が

国民総生産（推定）に占める比率に着目し、「対国民総生産比は 5%以下、高め

に見積もっても 6%を超えることはなかったであろう」16と推測している。ただ

し、開港後の同比率については言及されていない（この点については後述）。ま

た、梅村[1981]は、幕府の財政支出だけでなく、諸藩による軍事費支出の増加が

インフレに影響した可能性17を指摘している。 
また、新保[1980]は、江戸の物価上昇が大坂より激しくなかったことについて、

「幕府財政支出の急増による超過需要の発生がインフレの起動力となっていな

                                                  
11 大倉[1987]253～255 頁。 
12 大倉[1987]247～253 頁。同様の指摘は、大口[1981]57 頁でもなされている。 
13 斎藤[1980]65 頁。 
14 斎藤[1980]65 頁。 
15 斎藤[1980]69 頁。 
16 斎藤[1980]69 頁では、1830 年の財政支出額を 312 万両と計算、当時の国民総生産（推

定）を 9,384 万両として論を進めている。 
17 梅村[1981]7 頁。 
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いから、江戸における物価上昇がかならずしも他の地域よりはげしくならなく

ても、理解に苦しむことはない」18としており、江戸の物価に財政支出が及ぼし

た影響を大きいものとは考えていなかった模様である。この間、倒幕直前の大

坂における物価高騰の主因について、銀安の進行19であると指摘している。銀安

進行の背景について、新保は、「大阪における貨幣不足にもとづく銀目信用の増

発や銀札が大部分を占める藩札の大量発行は、銀目通貨の相対的価値を低下さ

せた」20ためと解しているが、宮本[1983]は、「銀目信用」の増大が数量的に実

証されていないことに言及のうえ、「金通貨と銀目通貨の需給バランスの変化は、

銀目通貨の供給量の増加よりも、銀目通貨に対する需要の減少によって生じた

のではないかと考えたい」21と異論を提示している。岩橋[2002]は、「貨幣的要

因よりも政治・社会的混乱による要因のほうが大きかった」22との見解を示して

おり、幕末期のインフレの要因については、今なお未解明の部分が少なくない23。 
このように、幕末のインフレの要因については様々な説があるが、その議論

の前提となる幕府貨幣の数量については、限られた情報をもとに考察がなされ

てきた面がある。先に触れたように、先行研究で論拠とされた貨幣数量は、

1858(安政 5)年と 1869(明治 2)年の 2 時点のみのデータであり、宮本[1983]が提

示したような問題意識（前述）についても、数量的な検証が十分に加えられて

きたわけではない。たとえば、①新保[1978]以後、定説として理解されている万

延改鋳後の貨幣数量の増加は、倒幕まで持続していたのか、②大倉[1987]が「財

政インフレ」の主要因として着目した万延二分金が増加した時期や増加率はど

のようなものであったのか、③新保[1978]が指摘した倒幕直前の銀安進行は、「匁

建て」、「両建て」でみた貨幣数量の推移にどのような影響を及ぼしていたのか、

④斎藤[1980]が主張したように、財政支出の影響は主に三都に及ぶもので、全国

一律に生じていたわけではなかったのか、といった点などは、新史料をもとに

検討を加え、議論を補強していくことが有益であろう。 
大倉[1987]は、幕府の財政帳簿をもとに実証分析を進めたが、その際、当該帳

                                                  
18 新保[1980]129 頁。 
19 新保[1978]190～91 頁。この時期の金銀相場は、銀目信用と金位の幕府貨幣の交換相場

であったとされる。 
20 新保[1978]231 頁。 
21 宮本[1983]359 頁。 
22 岩橋[2002]459 頁。 
23 武田[2011]42 頁では、1861(文久元)年と 1862(文久 2)年に「いったん物価上昇が沈静化

したことを重視すれば、開港後の金流出の影響は一時的なものにとどまったよう」で、「幕

末最後の数年間のインフレは、金流出を抑えるために万延二分金などが発行されたこと

に加え、内戦状態下での財政支出が急膨張したためと考えられる」との見解を示しつつ、

「正確には詳しい分析が必要」と指摘している。 
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簿の残存に限りがあるため、時系列での分析に困難が伴うことを留保している24。 
そこで、幕末の幕府貨幣供給数量の推計に関する先行研究とそこで未解明とな

っている点について整理しておく。幕府貨幣の数量について、これまでの研究

で参照されてきた基本史料は、先に触れたように、1873(明治 6)年に旧金座人佐

藤忠三郎が行った調査をもとに、1875(明治 8)年に大蔵省が編集した『旧新金銀

貨幣鋳造高并流通年度取調書』（三井文庫所蔵、以下、「取調書」という）が唯

一といってよい25。これに記載された金銀貨に関する数量データを紹介し、市中

の金銀貨「在高」を両建てで算出し分析した端緒は山口[1963]である。「取調書」

において、幕末期は1858(安政5)年から1869(明治2)年として区分されているが、

山口による分析においては、1854(安政元)年と 1869(明治 2)年の 2 時点のデータ

26として整理されている。なお、「在高」とは山口が定義づけた用語で、過去の

改鋳の際、鋳造された新貨幣の数量から旧貨幣の回収高を差し引いたものの累

積である。新旧貨幣を引き替えることで旧貨幣を回収し、新貨幣の鋳造材料と

したが、未回収のまま市中で退蔵されるものもあった。しかし、旧貨幣の退蔵

実態を数量的に把握することは困難なため、未回収のまま市中に滞留する分を

含めた数量を「在高」として扱ったものである27。山口の分析を検証した岩橋

[1976]は、「取調書」の記載に即した 1858(安政 5)年と 1869(明治 2)年の在高を

示した。その際、1866(慶応 2)年に作成された金座関係史料28と照合のうえ、「取

調書」をもとに推計した幕末金銀貨の鋳造量等をほぼ確定的なものと評価した

うえで、開港直後の金貨の海外流出高の推計値(50 万両29)を控除する修正を行っ

た。その結果、金銀貨在高（両建て）は、1858(安政 5)年に 52,750 万両であっ

たものが 1869(明治 2)年に１億 3,022 万両余へ増加したとされた。2 時点のみの

                                                  
24 大倉[1987]248～249 頁。252 頁では、二分金の鋳造と益金の財政帳簿への計上の時期に

ずれがある可能性などにつき、史料批判の観点から留保している。 
25 田谷[1973]27～28 頁によれば、大蔵省が江戸時代の金銀貨の鋳造量および改鋳高をもと

に「世上在高」を調査させた趣旨は、1871(明治 4)年の新貨条例の公布の後、古金銀を新

貨幣に交換し、全国での流通貨を新貨幣に統一するうえで、明治時代になってからも流

通し、交換対象となりうる古金銀貨の数量把握を行おうとしたことにあったと目される。

したがって、新貨条例公布前に明治政府によって鋳造された古金銀貨の数量も含まれた。 
26 山口[1963]79 頁。山口が、1854(安政元)年の数量を取りあげた根拠は定かでない。 
27 山口[1963]71 頁。未回収の旧貨幣は法的には通用停止扱いとされていたが、たとえば、

1866(慶応 2)年に通用停止となった多くの金銀貨が、その直前まで市中で流通していた一

方、その直後から即座に市中で流通しなくなったとは考えにくい。 
28 岩橋[1976]243 頁では、勝海舟編纂『吹塵録』に収録された「後藤方ニテ取調候通用金

吹立高并引替残高」を参照している。 
29 開港直後の金貨流出額については 100 万両から 10 万両まで諸説がある。これらの説に

ついては、石井寛治[1996]96 頁に整理されている。石井寛治[1984]99～110 頁では流出

額を 10 万両程度との推定を行い、石井孝[1987]116 頁、杉山[2013]145 頁もこれを支持

している。これに基づけば、控除額は岩橋[1976]の試算よりも小さくなる。 
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データであるが、各種の研究において今日参照される唯一の基礎データとなっ

ている30。 
ただし、この 2 時点の金銀貨在高をもって幕末期の幕府貨幣の在高を完全に

とらえたとはいえない。その理由の第一は、1869(明治 2)年の金銀貨在高には、

明治政府が鋳造を引き継いだ二分金の数量が含まれていることである。第二は、

銭貨の数量が含まれておらず、幕府の貨幣制度（「三貨制度」）を構成する金貨、

銀貨、銭貨の全体像が把握できていないことである。第三は、1858(安政 5)年と

1869(明治 2)年の間における、各年の推計がなされていないことである。 
第一の点について、日本銀行調査局[1973]は、2 種類の数値を提示している。

１つめは、1869(明治 2)年の数値から明治政府が旧幕府貨幣を継承して鋳造した

分を控除した数値で、「幕末期金貨市中在高(70,606,450 両)」「幕末期銀貨市中在

高（50,153,600 両）」31とされる。これによれば、1868(慶応 4)年 4 月に金銀座

が接収された時点での金銀貨の在高は約 1 億 2,000 万両となる。2 つめは、明治

政府による鋳造分のほか 1866(慶応 2)年に通用停止となった金貨の数量を控除

し、1867(慶応 3)年末の在高としたものである。これによれば 1867(慶応 3)年末

の在高は約１億 370 万両と計算される。また、1854(安政元)年の在高に言及さ

れているが、典拠史料は提示されておらず、岩橋[1976]による検証によって修正

される前の山口[1963]による分析を参照した可能性がある。いずれにしても、同

一の著作の中で提示されたどの時点のいかなる数量をもって幕末期の貨幣在高

ととらえるか、再検証を要する。 
第二の点は、「銭貨は補助貨幣としての役割をになうものであり、一般の都市

住民や農民の小口取引における一般的交換手段として用いられた」32との認識に

基づくものである。これに対し、銭貨の機能を重視する岩橋[1980]は、「物価や

貨幣相場の動向についての解釈に対して、銭貨に従属的な地位しか与えていな

い従来の視角にもとづく説明がいぜんとして有効かどうかの検討がせまられる」

33といった見解を提示している。このような研究動向を踏まえれば、銭貨を含む

貨幣在高の推計を行い、幕末期に幕府が行った銭貨供給の意義を考察すること

が有益であろう。ちなみに、上述の日本銀行調査局[1973]は、銭貨の数量につい

ても公表している34。これによれば、倒幕時点での幕府銭貨の在高（鋳造額面ベ

                                                  
30 たとえば、新保[1978]168 頁、大塚[1999]81 頁、岩橋[2002]445 頁。 
31 日本銀行調査局[1973]268～269 頁、掲載されている「表 27 幕末期金貨市中在高」、「表

28 幕末期金貨市中在高」および「表 29 幕末期銀貨市中在高」。 
32 新保[1978]166 頁。日本銀行調査局[1973]250 頁、三上[1975]30～31 頁の三貨制度にお

ける銭貨の説明を参照。 
33 岩橋[1980]85 頁。 
34 日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵史料を参照した可能性があるが、典拠は明示されて

いない。 
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ース、文建て）は、約 5,312 万貫文（1 両＝6,500 文で換算すると約 817 万両余）

とされる35。これをもとに、前述の「幕末期金貨市中在高」「幕末期銀貨市中在

高」と合わせた在高を両建てで計算すると約１億 2,893 万両となり、このうち

銭貨は約 6.3%を占める。また、岩橋[1991]は、「徳川期小額貨幣構成推計」を行

い、その一部として安政 5(1858)年と明治 2(1869)年の 2 時点での銭貨の数量を

推計した。各々、約 720 万両、約 730 万両とされ36、現段階で、幕末期の銭貨

の数量を推計した唯一のものである。2 時点での数量はほぼ不変であるが、古銭

研究や日本銀行調査局[1973]等では、当該期間中に各種銭貨の鋳造が盛んに実施

された事実が、関連史料も交えて言及されている37ことを勘案すると、新規に銭

貨が鋳造されるものがある一方、いずれかの銭貨は海外流出等の事情で減少し

た可能性がある。新たな史料を探索し、銭貨の種類別に増減の実態を把握のう

え、その背景となる勘定所、金座での取組方針について考察することが課題と

して残されていると考えられる。 
第三の点については、金座等の鋳造機関の当事者が記した一次史料の新たな

探索が進まない38なかで、各年の数量に関する推計作業は 30 年以上進展してこ

なかった。新たな史料をもとに情報を付加していくことが課題として残されて

いる。 
最後に、幕府財政に関する先行研究をみてみよう。幕府の財政帳簿には、対

象年の収入および支出項目の中に、金座、銀座の鋳造益や鋳造素材となった旧

貨幣等の出納結果が集計値として記載されている。森田[1976]は、1863(文久 3)
年の帳簿をもとに、国防や将軍上洛等のために増大した財政支出を賄うにあた

り、二分金や百文銭の貨幣改鋳益に依存した財政構造となっていたことを解明

した端緒である。帳簿の記載項目も紹介されており、その中には金座に対して

鋳造素材として洋銀等が渡されていたことや、金銀貨が各種施設の修復費のた

めに支出されたこと、銭貨が臨時の川普請や上洛費用として払い出されたこと

を示す記述が含まれている39。森田の研究を土台に分析を進めたのが、大口

                                                  
35 日本銀行調査局[1973]152 頁、掲載されている「表 9 幕末の各種銭貨在高」。典拠史料

は、1875(明治 8)年に明治政府が実施した「旧銅貨鋳造取調書」とこれを踏襲した『貨幣

考要 正貨事歴 上編』（1887<明治 20>年）。 
36 岩橋[1991]5 頁、岩橋[2002]450 頁。 
37 日本銀行調査局［1973］256～267頁。古銭研究家の論考は多いが、たとえば、木村[1978]32

～37 頁には鋳造量等の数量情報も言及されている。 
38 岩橋[1976] 242～244 頁では、1890 年に勝海舟が編集した『吹塵録』に収録された「後

藤方ニテ取調候通用金吹立高并引替残高」、「後藤方ニテ取調候古通用銀吹立高」等が参

照されていた。銀座の組織や鋳造等について集大成した田谷[1985]、計数銀貨について考

察を行った三上[1975 ]においても、幕末期の鋳造量等に関する一次資料の所在について

言及はなされていない。 
39 森田[1976]24 頁、「表 2 文久三年幕府金銀歳入・歳出勘定表」。 
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[1981]40、飯島[2004]である。飯島の研究では、1861(文久元)年、1863(文久 3)
年、1864(元治元)年の帳簿の記載データをもとに、金貨、銀貨、銭貨による財政

支出が年々増加していたことを提示した41ほか、断片的ながら貨幣改鋳益の数値

も紹介した42。その中で注目されるのは、1866(慶応 2)年頃には改鋳益が頭打ち

になっていた43ことで、二分金等の増鋳にも制約が生じていたことを指摘したが、

具体的な鋳造量等は、財政帳簿からは把握しえなかった。また、1864(元治元)
年の銭貨に関する歳入および歳出項目を分析し、百文銭や文久永宝銅四文銭（以

下、銅四文銭という）等が、上洛費等の形で東海道筋や上方へ投入されたこと

も示されている44。当時の財政支払いの重点が上方にあったことが明らかにされ

るが、財政帳簿という性格上、どのような銭貨がいつ、いかなる用途で払い出

されたか等、個々の事情はわからない。飯島の分析では、金座の活動を記した

史料もとりあげており45、財政帳簿に集計された情報と、金座等の活動に関する

史料の情報が相互補完的であることが認識されている。このような問題意識を

一歩進め、金座人等の執務日誌等を再精査することで、上方や東海道筋へ、ど

のような時期に、どのような種類の貨幣が、どれぐらい投入されたかを明らか

にできれば、財政帳簿のみでは把握できなかった財政支出の実態の一端につい

ても情報を提示できる可能性がある。 
このように、各種の先行研究を振り返ってみると、開港後の 1859(安政 6)年

末から倒幕直前の 1867(慶応 3)年末までの間に、各種の幕府貨幣(金銀銭貨）が

年々どのように鋳造され、その在高が推移していったかという基礎情報が欠落

していることが明らかである。これは、資料の制約によるところが大きかった。

この点に関連して、日本銀行金融研究所貨幣博物館が 2000(平成 12)年に公開46

した金座関係資料等を精査することで新たな情報を付加しうる可能性がある。

それでも数量情報に欠落が残ることが見込まれるが、この点については、貨幣

がどのような名目で払い出され、いかなる用途に使われたかの事例分析から情

報を補完していくことが有用であろう47。このような問題意識のもと、以下の節

では、貨幣数量の変化と幕府貨幣の使用実態の順に分析を進める。 

                                                  
40 森田[1976]23～26 頁、大口[1981]33～53 頁。 
41 飯島[2004]96～98 頁、「表 13 貨幣種類別歳入・歳出状況（弘化元年～元治元年）」。 
42 飯島[2004]80 頁、「表 11 万延～慶応期貨幣改鋳の実態」、141 頁。 
43 飯島[2004]145～146 頁。 
44 飯島[2004]97～98 頁、「表 14 勘定帳にみる銭貨の動き（元治元年）」。 
45 飯島[2004]86～87 頁。 
46 日本銀行金融研究所貨幣博物館[2000]。 
47 宮本[1992]81～82 頁では、貨幣史や流通史等の研究が、マネタリーな面でのデータ分析

と、市場や流通に関する実物面での分析のいずれかに終始して議論されがちで、これら

を「関連させた分析がなお不十分である」と指摘し、「この両面を統合した研究」を進め

る必要性が提唱されている。 
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2．幕末期の貨幣数量の変化 
（1）貨幣数量推計の考え方 

本節では、1858(安政 5)年から 1867(慶応 3)年までを対象に、年末時点におけ

る貨幣在高の各年の推移について、金貨、計数銀貨、秤量銀貨、銭貨の内訳を

示しながら推計する。 
貨幣の数量を推計する場合、どの貨幣単位で測るかが問題になる。幕府は金

銀相場、金銭相場の管理を三貨制度運営の要の一つとしてきた48が、幕末期は公

定相場の管理が揺らぎ、市中相場が大きく変動した時期である。このため、ど

の貨幣単位に換算したかによって、数量の増減率や趨勢が変わる可能性がある。 
先行研究での貨幣在高の推計は、両建てでなされている。これは、江戸で経

理される幕府の財政帳簿や金座の鋳造高の報告が両建てで行われた（「東の金遣

い」）ことに依拠したものである。前節で触れたように、幕末期には上洛や進軍

の際に大坂や京都といった上方や東海道筋へ財政資金が重点配分されたといわ

れることを勘案すると、幕府貨幣が投入された地域の人々がこの時期の物価上

昇をどの貨幣単位で認識していたかを考慮することが重要と考える。この点に

ついて、従来の研究では、必ずしも真正面から議論されてきたわけではないが、

以下に述べる研究成果等を踏まえ、本稿では匁建てでの推計を基本として分析

を進める。 
「西の銀遣い」といわれ、上方では、幕府成立当初から匁建てで商品価格や

労賃の表示がなされた。制度的には 1868(明治元)年 4 月の「銀目廃止」までは、

帳簿上の勘定などの表示の基本は「銀目（匁建て）」であった49。また、新保[1978]
が物価指数の算定根拠とした大坂での商品価格は、1725(享保 10)年から倒幕直

前の 1867(慶応 3)年に至るまで匁建てで表示されている50。中川[2003]では、摂

津麻田藩領畑村における農業奉公人の労賃が匁建てであった51ことを明らかに

しているほか、賀川[1996]は、龍野藩の三井両替店から借入れた元本ならびに年

賦返済額が、1867(慶応 3)年に至るまで匁建てであったことを提示している52。

さらに、柚木[1979]は、1862(文久 2)年に摂津今津村の酒造家（鷲尾家）が樽廻

                                                  
48 安国[2001]148～149 頁。 
49 たとえば、明治初年に五代友厚が政府に提出した「大阪物価沿革表」（1830～79 年）は

主要商品の価格を匁建てで報告している。この概要は、作道[1971]564～65 頁掲載「第 1
表」参照。 

50 新保[1978]334、339 頁掲載の「大阪卸売物価の動向（実数）」。このほか、大坂・京都で

の物価や労賃が匁建てで表記されていることについては、三井文庫編[1989]99～107 頁お

よび 113～117 頁掲載の「京都日用品小売物価表」「大坂日用品小売物価表」や、小野

[1979]207～209 頁掲載の「諸職人手間賃表」（京都の大工、左官）、454～475 頁掲載の

「米相場表」等を参照した。 
51 中川[2003]324、325 頁掲載「表 25」。 
52 賀川[1996]182～383 頁掲載「表 8-6」。 
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船の船主たちから借りた資金を、元利金ともに匁建てにより 10 カ年で償還する

契約を締結した事例を取り上げている53。このほか、匁建てで取り扱われた事例

として、1866(慶応 2)年の勘定所の評議記録からは、二条城の修復に携わる各種

職人の公定労賃（匁建て）の引上げ54や、大奥等へ宇治茶などを納入する御用茶

師に関する「御用代銀」の引上げ願い55が見出せる。このように、幕末期の上方

では、匁建てで物価の変化を捉えていた事例が数多く確認される。 
これに対し、18 世紀後半以降の上方において決済に金貨等が用いられた56こ

とを勘案すれば、両建てで推計する考え方もあり得る。新保[1974]が、1830(天
保元)年の摂津西部農村における事例を分析したように、上方では、勘定は匁建

てであっても、決済の都度、金銀相場で換算し、金貨等57（手形や銭貨を含む）

を用いて支払った事例が多く確認される。もっとも、筆者は、先に述べたよう

に、人々が物価を認識する際の貨幣単位と、その折々の物価や相場を考慮して

決済に用いる貨幣を選択する行為は、峻別すべきと考える。この点の実態解明

は本稿における考察の範囲ではないが、今後の検討課題である。このような問

題意識を念頭に置きつつ、本節の分析では、匁建ての推計値を基本として分析

し、両建てでの推計値の観察結果も比較参照しながら論を進めることとする。

なお、上方（匁建て）、江戸（両建て）以外に財政資金が投入された東海道沿い

の各宿場において、金銀銭貨がどのように用いられ、経理や支払い、物価表示

に用いられた基準貨幣が何であったか等に焦点をあてた実証分析は、これまで

必ずしも十分になされてきたわけではない。この点については、後の 3.(4)で、

東海道宿場（二川宿）の史料をもとに、幕府貨幣の支払額や物価表示にどのよ

うな単位の貨幣が多く用いられていたかの事例の一端を提示し、その中で、本

節における匁建てでの分析結果との類似性の有無なども観察する。 
匁建てでの推計結果が【表 2(1）】、両建てでのそれが【表 2(2)】(【表 3】は換

算に際し参照した大坂市中相場)である。これらの推計を行うにあたっての考え

方は以下である。推計は 4 段階の作業に分けて行った。第 1 に、明治初年の「取

調書」をもとに山口、岩橋が算定した金貨、計数銀貨、秤量銀貨の在高(両建て)
を土台に、ここから明治政府が鋳造した金貨および計数銀貨の数量を控除する

とともに、日本銀行調査局[1973]で提示された倒幕時点での各種銭貨の鋳造額面

                                                  
53 柚木[1979]157 頁。元本ならびに利息の支払いを匁建てで約束した同種の契約書の事例

が、日本海事史学会[1972]137～159 頁に翻刻されている。 
54 慶応二年四月「京地御城中御破損方諸式本途直段割増願」、『御勝手帳 第二十三冊』（国

立公文書館所蔵）。鍛冶、屋根、瓦、壁、紙張付、桶、塗師、畳等の職人労賃の引上願。 
55 慶応二年二月「宇治御茶師御茶道具職人共御直段増願」、『御勝手帳 第二十三冊』 
56 岩橋[2002]454 頁。 
57 新保[1974]3～7 頁では、決済に匁建ての手形も用いられた事例を挙げ、幕府貨幣のみな

らず、信用通貨が農村部に流通していたことに着目している。 
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の数量を加えて、1858(安政 5)年末と 1867(慶応 3)年末の 2 時点における金銀銭

貨の在高を両建てで算出した。第 2 に、従来の研究で参照されてこなかった金

座人の史料等をもとに個々の金貨、銭貨の年々の鋳造量と市中からの回収量、

実際の鋳造時期を推定し、フローの増加額を 1867(慶応 3)年末のストックの数

量から差引きすることで、毎年末の在高を両建てで推計した。なお、銀座の実

務内容等を記す新たな史料を現段階では見出せなかったため、計数銀貨、秤量

銀貨については「取調書」でわかる範囲の在高を表記するにとどめた。第 3 に、

先行研究において物価上昇の要因の一つと指摘されてきた増歩交換・通用につ

いて、幕府法令の内容を対象貨幣の在高の評価に反映させた。具体的には、

1860(万延元)年の小判、一分金、二分金、二朱金の在高については、3.3 倍の増

歩通用法令58に即した調整を施し、1865(慶応元)年以降の銅銭（寛永通宝銅一文

銭＜以下、銅一文銭という＞、銅四文銭）も増歩法令59にそって通用額面の調整

を行った。第 4 に、増歩調整後の在高を、年々の大坂における市中の金銀相場・

銀銭相場60を用いて匁建てに換算した。 
この推計にあたっては、金座人の執務日誌等から新たに確認された鋳造実態

をできる限り反映した。反映の方法としては、鋳造開始から停止までを鋳造期

間とし、その間の鋳造総量を均等に割り振ることも一案であるが、物価等への

影響を考える場合には、各年の鋳造量や鋳造貨幣の種類（額面金額）の変化を

できるだけ反映させることが有益であろう。また、先行研究で明らかにされて

きたように、開港から倒幕までの間、貨幣の在高は総体として増加していたと

はいえ、貨幣の種類ごとに、鋳造量の増減時期や趨勢は区々であったと目され

る。このような増減は、鋳造現場のみの判断で行われたものではなく、勝手方

老中の指揮下で勘定所が意思決定した方針を、金座等が実施した結果である。

貨幣の種類ごとの数量変化には幕府の供給方針が表れているため、各年の鋳造

量が判明した貨幣（鉄一文銭や銅四文銭）はその実数を扱い、特定の期間での

鋳造ストックの変化等がわかる場合（百文銭）や１日あたりの鋳造目途が節目

ごとに確認された二分金については、鋳造実態（時期、数量、回収素材等）を

できるだけ年間鋳造量の推定に反映させることとした。 
たとえば、今回調査した金座関係史料には、日々の実務内容の変化が記され

ており、金座役所から指示される 1 日あたりの鋳造量の目途に変化があったこ

とが確認された。また、同じ鋳造施設であっても、稼働状況や鋳造する貨幣の

                                                  
58 石井・服藤[1993]483～84 頁、金銀銅銭並出銅古地銅等之部四一八九。なお、文政期よ

り前の小判・一分金は、「退蔵」分に相当し、実態等がわからないため、増歩調整をほど

こさない扱いとした。 
59 石井・服藤[1993]491 頁、金銀銅銭並出銅古地銅等之部四二〇七。 
60 「大阪の金銭相場並米相場毎年最高最低平均表」（本稿の対象時期の数値は三井高維

[1995]348 頁に掲載されている）に依拠。 
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種類に変化があったことも判明した。たとえば、1860(万延元)年 3 月に発行さ

れた万延小判（以下、小判という）の鋳造期間は制度的にみれば 1867(慶応 3)
年 8 月までの約 7 年半であるが、金座人史料61によれば、1863(文久 3)年 4 月の

段階で、「日々出来高上納二分判ばかり壱万五千両」と記されるようになり、以

後二分金だけ鋳造した旨の記述が続く。鋳造開始から約 3 年経過した段階で、

小判の鋳造をほぼ停止し、二分金の鋳造を主に行う状況に移行したとみられる。

なお、二分金の 1 日あたりの鋳造量にも変化がある。1867(慶応 3)年 4 月の記事

には「日々出来高上納 二分判ばかり三千両」と記されており、1863(文久 3)
年 4 月の 5 分の 1 に減少している。 

また、金座が 1859(安政 6)年 8 月に開設した小菅銭座で鋳造した寛永通宝鉄

一文銭（以下、鉄一文銭という）については、金座人の記録から各年の鋳造や

市中への払い出し数量が網羅的に把握でき、開設期間中の稼働状況に繁閑があ

ったことが判明した（詳細は、4.(1)(2)で分析する）。たとえば、1862(文久 2)年
末は仕事納めの日程を延期して鋳造量の増加をはかっていたが、1866(慶応 2)
年 7 月に至ると、鋳銭用に備蓄していた鉄のほとんどを鉄砲鋳造部門へ引き渡

し、以後は残された素材で不定期に鋳造を行って、素材を使い果した時点で鋳

造停止とすることを目指す稼働状況に移行していた62。 
この間、開港後の改鋳に伴い回収された貨幣（天保小判や天保丁銀等）につ

いては、その総回収高が「取調書」に記載されている。しかし、各年の回収実

績については、今回調査した史料から新たな情報を得ることはできなかったた

め、回収総高をもとに、貨幣の種類ごとに通用停止時期や回収を促す法令等を

勘案のうえ、推計を行った。たとえば、天保小判や天保二朱金は 1866(慶応 2)
年末をもって通用停止とする布令63が出されており、その前の 3 年間に回収が進

捗したとの想定のもと回収総高を按分した。この想定にあたっては、通用停止

の 3 年前の 1864(元治元)年の布告において、勘定所が回収促進策を打ち出して

いたことも勘案した。たとえば、同年 4 月に出された市中への布令64では、将来

的に通用停止することを明示のうえ、天保二朱金を 3 割増歩で引き替える方針

を提示していたほか、9 月には、大坂御金蔵に保管されている天保小判等を江戸

に輸送し、これと引替える新貨幣として、江戸から二分金 20 万両を供給するこ

とを意思決定している65。 
銅一文銭については、在高を知りうる公的な史料について制約があることを

                                                  
61 「永野家文書十三 鋳銭御用書留第三」 
62 「永野家文書七 鋳銭書留其一」「永野家文書九 鋳銭書留其三」（日本銀行貨幣博物館

所蔵、請求番号：6-1-A1-7,6-1-A1-9）。 
63 石井・服藤[1993]493 頁、金銀銅銭並出銅古地銅等之部四二一一。 
64 石井・服藤[1993]479 頁、金銀銅銭並出銅古地銅等之部四一七九。小葉田[1958]207 頁。 
65 元治元年九月「大坂御金蔵保字金引替達」、『御勝手帳 第十六冊』（国立公文書館所蔵） 
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留保しておく。開港直後の 1859(安政 6)年 8 月に鉄一文銭および百文銭と引替

えに回収する法令が出されたが、この回収結果についての唯一といえる公的な

史料が「旧貨幣表」66である。銅一文銭の鋳造総量等の実態は、明治初年当時で

も正確に把握できなかった模様で、旧金座人による調査においても、「安政年間

府庫に集むる数を記す」67扱いとされており、本稿でもこれを基礎とした。回収

された銅一文銭の用途について、「文久銭に改鋳し、又洋銀に代て外国へ渡す、

残る所再度世上に散布」68と分類のうえ、数量が記載されているため、倒幕直前

の 1867(慶応 3)年に「再度世上に散布」されていた数量を倒幕直前の在高とし、

銅四文銭の鋳造および外国へ引き渡した数量を、それぞれの実施時期に遡って

加算する方法で推計した。時期の特定は、今回調査した金座人史料69の記述によ

った（銅四文銭鋳造：1862＜文久 2＞年末～1864＜元治元＞年末）、外国への引

き渡し：1865＜慶応元＞年 11 月頃)。なお、金座人史料から新たに判明した銅

一文銭の用途については、4.(2)において分析する。 
以上のように、鋳造機関の記録等をもとに、なるべく実態を反映した形で、

幕府貨幣の数量を推計することに配意したが、あくまで、鋳造ベースでの推計

値であることを留保しておく。幕府貨幣は、金座等の鋳造機関において製造さ

れた後、一旦、幕府の御金蔵に納められ、財政支出に関する意思決定を経た後

に、保管されていた御金蔵から払い出して、市中へ供給された。しかし、御金

蔵の出納実態を知り得る史料の制約が強く、その出納の全体像を時系列で把握

することは現段階では困難である。幕府による貨幣供給を考察するうえでは、

鋳造された貨幣がどのように市中へ払い出されたかも合わせて検討することが

不可欠である。このため、数量的な分析を補完するうえで、財政支出の重点が

置かれたとされる地域の事例を 3.(1)から 3.(4)において取り上げ、上方や東海道

宿場などで幕府貨幣が払い出された時期や用途などを分析する。 
 

（2）推計結果の分析 

【表 2(1)】をもとに推計結果を分析すると、以下のような特徴が指摘できる。 
イ. 貨幣在高の推計結果から観察されること 
【表 2(1)】をもとに、まず、1858(安政 5)年と 1867(慶応 3)年の 2 時点での貨

幣在高（匁建て）の変化をみる。貨幣在高の合計高は、1858(安政 5)年（4,165,344
匁）から 1867(慶応 3)年（25,472,829 匁）の約 9 年間に、6.1 倍に増加している。

                                                  
66 三井高維[1995]779～793 頁に「旧貨幣表」が復刻掲載されている。 
67 三井高維[1995]780 頁。 
68 三井高維[1995]793 頁。 
69「永野家文書七 鋳銭書留 其一」、「永野家文書八 鋳銭書留 其二」、「永野家文書九 鋳

銭書留 其三」（日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵、請求番号：6-1-A1-7, 6-1-A1-8, 
6-1-A1-9）。 
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ちなみに、大坂の一般物価指数70（匁建て）は約 6.6 倍に上昇しており、貨幣在

高の伸びと物価上昇の度合いは似通っている。 
金貨、計数銀貨、秤量銀貨、銭貨といった区分ごとに、この 2 時点での変化

をみると、秤量銀貨は 10.0%減であるが、それ以外は、金貨が 6.1 倍、計数銀貨

が5.2倍、銭貨が5.4倍と大きく増加しており、金貨の増加率がやや高めである。

なお、秤量銀貨については、1867(慶応 3)年の在高全体に占めるウェイトが 0.8%
と僅少であることから、物価との関係に着目する本稿の分析では、以下、捨象

する。 
また、「その他の金貨」と分類した項目は、17 世紀初から発行されてきた旧小

判等で、度々実施された改鋳でも回収されずに市中に滞留した分で、幕末期に

追加鋳造されたものではない。1865(慶応元)年から 1867(慶応 3)年にかけて 2.1
倍近くに増加しているが、これは、銀安が急激に進行した（【表 3】参照）こと

に伴う、評価額の増加である71。実態が定かでないため、本稿では分析対象とし

ない。 
貨幣の額面別に 2 時点での変化をみると、その増減は一律ではない。増加が

目立つのは、二分金（60.5 倍）、一分銀（7.6 倍）、百文銭（6.0 倍）、銅四文銭

などの四文銭（35.0 倍）である。この間、万延改鋳の対象とされた小判・一分

金（以下、小判等と総称する）の伸びは 3.2 倍に留まる。 
また、物価上昇期に、すべての種類の貨幣が増加したわけではない。減少が目

立つのは、銭貨のうち銅一文銭（62.1％減）で、銭貨の中でも特異である。銭

貨の供給については幕府が種類ごとに配慮を行っていた可能性が示唆される。

この点は後に触れる。 
次に、各年の推移がわかる金貨を対象に、9 年間の貨幣在高と物価の推移の特

徴をみてみる。 
金貨の在高は 1859(安政 6)年から 1867(慶応 3)年まで増加を続けたが、その推

移は以下のように 3 期に分かれる。第 1 期は、1860(万延元)年に前年比 2.8 倍に

急増し、翌 1861(文久元)年には前年比＋1.6%と伸びが鈍化するまでの 2 年間で

ある。この間の金貨の在高は約 2.8 倍になったが、物価（新保［1978］匁建て

の一般物価）の上昇は+40%程度で、貨幣在高の伸びに比して物価の上昇の方が

小さい。第 2 期は 1862(文久 2)年から 1865(慶応元)年の 4 年間である。1862(文
久 2)年に前年比＋18.2%に急上昇した後、続く 2 年間も 10%を越える伸びを続

けたが、1865(慶応元)年に＋4.2%と一服している。この 4 年間で、金貨の在高

は 5 割を超える増加を示したが、匁建ての一般物価（前述）は約 2.1 倍になっ

                                                  
70 新保[1978]247 頁掲載「表 5-1 幕末期における大阪卸売物価指数」および 344～345 頁、

355～356 頁に掲載された大阪・京都の消費者物価指数。 
71【表 2(2)】の両建てでは 1860(万延元)年以降、全く増加していない。 
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ており、物価の方が伸びが大きい。第 3 期は、1866(慶応 2)年と 1867(慶応 3)
年で、金貨の在高はいずれも前年比+25%以上の高い伸びを持続し、この 2 年間

で約 6 割増となっている。この間、物価は約 2.3 倍になっており、物価の上昇

率の方が大きい。なかでも、金貨の伸びと物価上昇の度合いの違いが顕著なの

が 1866(慶応 2)年で、金貨の在高は前年比＋28%であるのに対し、物価は約 2.1
倍に急騰している。 
時期区分ごとに貨幣の種類の内訳の変化の特徴をみると、第 1 期には、小判

等、二分金、二朱金のいずれも急増している。これは、万延改鋳に即して評価

額を 3.3 倍にカウントしたことによる。金貨の在高が急増するのは当然であるが、

その増勢は翌年に一服していることが注目される。これは、万延改鋳が物価上

昇の契機となったとはいえ、続く国内戦争の生じた時期まで持続的に影響した

ものではないとの大倉[1987]の見解72を補強する数値となっている。なお、実際

に市中で貨幣を保有していた人々が、貨幣の数量が 3 倍以上に増加したと認識

して経済活動を行っていたか等はこの推計値からはわからない。 
金貨の種類別にみると、1860(万延元)年の増加率が最も高いのは二分金で、前

年に比べ 5 倍に急増している。翌年も前年比 5 割以上の増加を続けた点で、小

判等が 1861(文久元)年には前年比 1 割近く減少していることと対照的である。

二分金の在高増加は、万延改鋳に伴う増歩調整の影響だけでなく、開港後の海

防費用捻出のために、鋳造量を増やしていたことも寄与していた。その際、文

久元年頃には旧小判を回収して鋳造素材とする動きが生じていたことが窺える。

なお、旧小判の回収等の動きについては、後の 3.(1)において、大坂御金蔵から

江戸への輸送の事例から分析する。 
第 2 期には、二分金の伸びがさらに目立つようになった。1862(文久 2)年およ

び 1863(文久 3)年は、前年比 5 割以上の増加を続け、この 2 年間で二分金の在

高はそれまでの 2.3 倍以上となり、二分金の在高が小判等のそれを上回る逆転が

生じた。この 2 年は、幕府と朝廷間の関係が緊迫し、京都守護職（会津藩主松

平容保が就任）や禁裏守衛総督（一橋慶喜が就任）といった幕府の役職を京都

に新設（1862<文久 2>年）したほか、229 年振りの将軍上洛が挙行（1863<文
久 3>年）された時期である。この時期に増発され、京都へ供給された二分金の

用途については、3.(2)(3)で事例を挙げて分析する。 
この間、小判等の在高は 1863(文久 3)年以後減少を続け、二分金の増加の時

期と合致している。幕府は万延改鋳実施後も、旧小判等を回収することに注力

する姿勢をとり続け、1864(元治元)年 12 月には、大坂御金蔵に保管されている

旧小判等を江戸に回収し、それと引替えに二分金を江戸から運ぶことを決定し

                                                  
72 大倉[1987]の見解については、前述 1.(1)4 頁参照。 
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ている73。江戸城内に保管されていた備蓄金塊（大分銅金）は安政二分金の鋳造

（1856<安政 3>年発行、1860<万延元>年 4 月の改鋳まで）の際に鋳潰されてい

た74ため、旧小判等を金素材として可能な限り江戸に送り、二分金の鋳造に充て

ようとしていたとみられる。小判等の在高は、万延改鋳の翌年 1861(文久元)年
から減少し始め、1865(慶応元)年までの 5 年間で在高は改鋳時点の在高の約 7
割となっている。小判等と二分金の在高の合計額は、1861(文久元 )年に

3,242,647 貫目、1865(慶応元)年に 6,335,176 貫目で、この間に 3,092,529 貫目

増加した。同期間での小判等の在高は 1,826,337 貫目から 1,472,141 貫目へ、

354,196 貫目減少しており、回収した旧小判等を二分金に鋳直すことで、在高全

体が増加したことがわかる75。二分金の成分のうち、約 2 割を占める金は回収し

た旧小判等に依存したとしても、残り約 8 割に必要な銀を回収した旧秤量銀貨

で賄えないことは明らかである。大倉[1987]が推測したように、「割安で手に入

れた洋銀を鋳造原資として利用」76するような方策がとられない限り、二分金の

在高の増勢を維持できなかったことは確かである。 
第 3 期は、倒幕直前の物価高騰が生じた時期にあたる。両年とも前年比+25％

を上回る増加を示している。二分金の在高の伸びが、1866(慶応 2)年+44.2％、

1867(慶応 3)年+26.3％と高いことが、金貨全体の在高を押し上げた形となって

いる。もっとも、両建てでの在高を記載した【表 2(2)】をみると、この 2 年間

での金貨の在高の伸びは、+2.1%に留まっている。このうち、在高の増加に寄与

した二分金については、1859(安政 6)年以降 1866(慶応 2)年まで前年比 2 桁以上

の伸びを続けていたが、1867(慶応 3)年に初めて前年比+1.8％に鈍化している。

匁建てでは、前述のようにむしろ大幅増加したのと対照的である。このような

違いは、大坂での銀安の進行が推計値に反映されたためである（【表 3】参照）。

匁建てでの在高の増加は、小判や二分金などの増発によるものではなく、新保

[1978]が指摘したように、金銀比価の変動にともなう評価額の上昇であった。 
このように、両建てと匁建て貨幣在高の推移は、第 3 期に違いが目立ってい

                                                  
73 元治元年十二月「大坂御金蔵御除金差下申渡」、『御勝手帳第十六冊』（国立公文書館所蔵） 
74 「安政三丙辰年正月 別記書抜七」11 月 18 日の記事において、金の大分銅 3 つが安政

二分金の素材として金座に引き渡されたことが記される。以後の鋳造では、天保小判等

が素材として引き渡されている。石巻市教育委員会[1984]収録の翻刻文による。 
75 二分金の鋳造量の推計にあたっては、金座人史料（日誌）から確認される１日あたりの

鋳造量目途の数値を基礎とし、飯島[2004]80 頁掲載の「表 11」に記される貨幣改鋳益の

増加率を、各年の鋳造量の推計の際に勘案した。また、飯島[2004]142 頁では、1864(元
治元)年に奥御金蔵金が鋳造に用いられたこと等に言及があるがこの点は推計には盛り込

んでおらず、推計が過小になっている可能性がある。また、小判等の回収から二分金の

鋳造まで、鋳造益の財政帳簿への計上時期にタイムラグがあったと目されるが、定かな

ことはわからなかったため、推計では調整を行っていないことを留保する。 
76 大倉[1987]248 頁、255～256 頁。 
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るが、物価との関係についてはどのような違いがあったのか。江戸での両建て

の物価データは把握できる情報に制約が強いため、ここでは、物価史研究の分

野で推計がなされた江戸の米価指数（両建て）77をもとに検討する。物価データ

の品目等に違いがあるため、匁建てによる分析結果との類似性の有無は大まか

な比較になるが、両建てでの貨幣在高と米価の伸びから観察される特徴を簡単

に整理すると、次のとおりである。第 1 期の 2 年間に、金貨の在高は約 2.8 倍

となった一方、米価は＋19%の上昇に留まっている。改鋳に伴い評価額が上昇

した貨幣在高に比して、米価の伸びが小さい点は、匁建てと同様である。第 2
期の 4 年間に、金貨の在高は＋12.8%の増加を示し、米価は約 2.4 倍に急騰して

いる。もっとも、匁建ての場合と異なり、両建てでは各年における貨幣在高と

米価の伸びの方向性が必ずしも一致しているわけではない。江戸において米価

上昇が顕著となったのは将軍が第二次長州征討のために進軍し、江戸を離れた

1865(慶応元)年である。第 3 期の 2 年間は、先に述べたとおり、金貨の在高の

伸びは＋2.1％である一方、米価は約 4 割の急騰を示している。この時期の物価

上昇が貨幣在高の伸びより大きいことは、匁建ての場合と共通している。この

ように、貨幣在高と物価の推移の関係についてみると、匁建て、両建てのいず

れも大きく 3 つの時期に分かれることは共通している。ただし、倒幕直前の江

戸の物価上昇は、金貨の在高がほとんど増加しない中で生じたことが観察され

る。先に触れた岩橋［2002］の指摘78どおり、貨幣要因よりも政治・社会的混

乱が物価に影響した側面が大きかった可能性が示唆される。 
以上の観察結果によれば、匁建てでの貨幣在高の推計結果は、大倉［1987］

が、幕末の物価急騰のメカニズムについて、「幕府財政と中立ではなく、改鋳益

金の獲得→財政支出の増大というルートによって生じた」79と主張した点を補強

するものに見える。 
ただし、この点については、先に触れた斎藤[1980]の指摘のとおり、地域によ

って財政支出の効果に差異が生じていた可能性がある。斎藤[1980]は、1830 年

の幕府財政支出を対象とし、「国民総生産」（推定値）に対するウェイトが低い

試算結果をもとに、「対国民総生産比は 5%以下、高目に見積っても 6%を越える

ことはなかったであろう」80として、財政支出の効果を全国的なものとして過大

                                                  
77 江戸における両建てでの物価データについては、新保[1982]2～3 頁において、大坂と同

等の品目によって構成された物価系列を用意することができないと指摘されている。本

稿では、山崎[1983]384 頁掲載、「第 93 表」の江戸市中米価（指数）を参照した。 
78 本稿 5 頁本文および注 22 参照。 
79 大倉[1987]256 頁。 
80 斎藤[1980]67 頁では、1830 年の幕府財政支出を 312 万両、国民総生産（推定値）を 9,384

万両として試算（財政支出の占めるウェイトは約 3.3%となる）し、「明治 13 年の 11％と

いう数字に比べても、相当に低い」と評価している。 
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視することに疑問を呈した。本稿が分析対象とする開港から倒幕までの時期は、

海防や内戦が生じた非常時であるため、斎藤が考察した平時の財政支出の効果

とは異なる何らかの変化が生じていた可能性があり、慎重に検討を重ねる必要

があると考える。ちなみに、開港後の財政支出については、近年研究が進展し、

飯島[2004]81では、貨幣による幕府財政支出額（金方の払い）等が解明された。

これによれば、1861(文久元)年に 410万両、1863(文久 3)年に 1,061万両、1864(元
治元)年に1,110万両と急増したことが解明された。総石高をもって「推定GNP」
と捉える杉山［2012］82に基づき、総石高 3,765 万石を年々の米価（両建て）

で換算83し、これと比較すると、幕府財政支出のウェイトは、5.2%（文久元年）

から 14.1%(文久 3 年)、14.6％（元治元年)84へと、2 度の将軍上洛実施時に急上

昇していることが確認される。このようなウェイト急上昇をみる限り、この時

期の財政支出が物価等に影響した可能性を無視しえない。この点の実証分析は、

各地の物価データを新たに把握していくなどの作業を要し、本稿の考察の範囲

を超える研究課題の一つであるが、従来検討が進められてきた三都以外の一例

として、東海道二川宿の史料を 3.(4)においてとりあげる。 
なお、倒幕直前の大坂で、なぜ銀安が進行したかについて、幕府貨幣を対象

に在高を推計した【表 2(1)】【表 2(2)】からはわからない。大坂における匁建て

の信用量の推移や用途等の実態把握を積み重ねていくことが、今後の課題であ

る。 
 

ロ. 銭貨在高の推移 
銭貨の在高の伸びは、金貨のそれと全く別の動きを示している。前年比が最

も低いのは 1861(文久元)年の＋7.5%で、翌年からは二桁台の伸びを続けて、

1865(慶応元)年から 1867(慶応 3)年にかけて、＋28.5%から+43.4％へ増勢を増

しながら倒幕に至ったことがわかる。 
この在高増加の主因となったのは百文銭の伸びである。例外は 1863(文久 3)

年で、百文銭の伸びは+5.3%と鈍化しているが、鉄一文銭は+9.1%、銅四文銭等

の四文銭が 3.5 倍に急増している。上洛を目前に、1 文、4 文の小額銭貨の供給

を優先した幕府の姿勢が表れている85。1863(文久 3)年には、百文銭では代替で

                                                  
81 飯島[2004]110～11 頁「表 8」。 
82 杉山[2013]125 頁。 
83 岩橋[1981]183 頁掲載「表 4-4」に提示されている江戸米価（代表値）から算出した米１

石当たりの価格（両建て）をもとに、総石高の両換算高を算出した。 
84 斎藤[1980]では、1880(明治 13)年のウェイトを 11%としており（67 頁）、これと比べて

将軍上洛実施時期の幕府財政のウェイトは若干高めである。 
85 銅四文銭の鋳造開始にあたり、金座において百文銭の鋳造を一時中止したことは、日本

銀行調査局[1973]259 頁参照。 
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きない小額銭貨への需要が発生していたとみられる（3.(3)(4)で、銭貨による端

数の支払いを要する事例を取り上げる86）。翌年には百文銭の伸び率は+18.6%と

二桁代に戻っており、小額銭貨の供給に傾斜したのは緊急対応であったことが

わかる。百文銭の増加が目立つのは、1865(慶応元)年から 1867(慶応 3)年で、

在高はこの間に約 2.3 倍に急増している。第二次長州征討のため将軍家茂が上

方へ進軍した 1865(慶応元)年に、大坂に銭座を開設し、江戸と大坂で百文銭を

鋳造した時期である。ちなみに、慶応元年には二分金の在高の増勢が一服して

おり、貨幣への需要が高まる内戦期に、二分金の供給鈍化を百文銭で補完した

可能性も推測される。この点は、百文銭の用途をもとに後に分析する。 
1858(安政 5)年から 1867(慶応 3)年の 2 時点を比較すると、銭貨全体の在高は

5.4 倍となっている。一方、種類別にみると、百文銭が 6.0 倍、四文銭が 35.0
倍、鉄一文銭が 2.5 倍と増加しているのに対し、銅一文銭が▲62.1%と大きく減

少している。銅一文銭が減少を示すようになったのは 1862(文久 2)年で、銅四

文銭の在高が急増し始めた時期に合致する。銅一文銭が銅四文銭の素材とされ

たことは各種の貨幣史概説書で解説されてきた87が、この点が【表 2(1)】から確

認される。 
物価の動きと銭貨在高との直接的な関連性について、【表 2(1)】から定かなこ

とはわからない。貨幣在高全体に占めるウェイトが、6％前後であることから、

インフレの主因となったとは考えにくい。むしろ、物価上昇に伴い、額面の高

い銭貨への需要が高まったことに対応して、百文銭と四文銭を増やした面があ

ったと目される。小額面の銭貨の内訳をみると、銭貨在高に占める比率は、

1858(安政 5)年に１文銭（鉄一文銭、銅一文銭）32.1%、4 文銭(鉄四文銭等)が
2.5％であったのに対し、1867(慶応 3)年には１文銭 11.5%、4 文銭（文久永宝等）

16.2％となっており、1 文銭から 4 文銭へシフトしたことがわかる。物価上昇期

にあって、100 文未満の端数部分を 4 文銭で支払うことが、銭貨を授受する枚

数の増加を回避できる面で、人々に選好されたことは推測に難くない。ただし、

額面の高い銭貨が増えたことが、需要を充足し得たことを意味するわけではな

い。多くの古銭家によって銭貨（実物）の形態等から鋳造地や鋳造時期を特定

する調査が進められ、西南雄藩や東北諸藩における密鋳が明らかにされてきた88。

このような密鋳の背景に、幕府による銭貨供給が不足していたことが推測され

るが、【表 2(1)】からは、この点はわからない。4.(1)において、鉄一文銭を事例

に、市中への払出し数量をもとに考察する89。 
                                                  
86 本稿 3.(3)の【表 6】および 3.(4)32～34 頁の分析。 
87 日本銀行調査局[1973]262 頁。佐藤[1995]679 頁掲載、「旧貨幣表」銅小銭の欄参照。 
88 たとえば、日本銀行調査局[1973]294～98 頁。郡司[1981]69、243～44 頁。小川[1972]182

～84 頁。小川[1975]14～93 頁。水戸市[1990]574～75 頁。 
89 本稿 4.(1)【表 11】と 36～39 頁の分析。 
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以上が、【表 2(1)】の推計結果からわかる幕末期の貨幣在高の特徴であるが、

最後に留意点を挙げておく。上記の推計値は、鋳造時点の数量をもとにしてお

り、市中へ払い出されたあとの流通状況を示すわけではない。金座で鋳造され

た金貨は、幕府に納められ、御金蔵にいったん保管された後、財政支出に関す

る勘定所での意思決定を経て逐次払い出されていく。鋳造から払い出しまでに

時間的なラグがあるのが通常である。そのラグがどれぐらいかは一概にいえな

いが、その変化の有無も論点の一つとなる。4.(1)での分析結果を先取りすれば、

将来の使用に備えて鋳造した銭貨を備蓄していた時期と、当年中に鋳造した銭

貨の大半を払い出していた時期が存在していた。 
次節では、大坂、京都や東海道向けの貨幣の払い出しの事例を取りあげ、勘

定所等における意思決定や金座への指示内容、払い出しを受けた地域での貨幣

の用途（支払・帳簿経理）を分析し、幕府の貨幣供給方針がどのように変化し

ていたかの一端を示す。 
 

3.幕府が払い出した貨幣の使途 

(1)江戸と上方間の貨幣輸送 

幕末期の上方等においてどのような貨幣がいかなる目的で使われたかの事例

を（2）以降で分析するに先立ち、その手がかりとして、先行研究をもとに、江

戸と上方との間での貨幣の流れに関する特徴を整理しておきたい。 
徳川幕府はその開設以来、主として西日本の直轄領（天領）から収納した年貢

米を大坂市場で換金し、得られた貨幣を大坂城の御金蔵に保管して、そこから

上方での財政支出を行っていた。そのうえで、必要により余剰分を江戸の御金

蔵に輸送し、1693(元禄 6)年以降、有力な両替商がこの輸送事務を請負った90。

彼らは、これとは別に、貨幣改鋳に際し、新旧貨幣引替のため、実物貨幣の輸

送も行った91。本稿が分析対象とする時期は、万延改鋳の実施や二分金等の増発

がなされ、大量の貨幣の輸送が行われた時期である。 
この時期の江戸と上方との間での貨幣の輸送に着目して考察を行った賀川

[2002]は、幕府貨幣の輸送や上方での貨幣引替等の各種出納を行った有力両替商

の一つである三井組の史料をもとに、江戸と大坂の間で、大量の実物貨幣（二

分金や一分銀などの金貨、秤量銀貨）が江戸から輸送され、大坂御金蔵に搬入

されていたことを明らかにした92。とくに、1865(慶応元)年 5 月に長州征討のた

めに将軍が進軍し、大坂城に入城した頃からは、金銀貨だけでなく、百文銭が
                                                  
90 三井文庫[1980]39～41 頁、岩橋[2002]461～462 頁、新保[1956]114～115 頁、速水

[2003]124～125 頁など。 
91 三井文庫[1980]483～486 頁では、約 80 年振りに実施された 1819(文政 2)年の改鋳と    

その貨幣鋳造量の増加に伴い、実物貨幣の輸送機会が増えたことを指摘している。 
92 賀川[2002]137～182 頁。 
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大坂に大量輸送されたことが従来にない特徴であると指摘している93。上方での

財政支出に用いられた貨幣の種類や用途を把握していく上では、大坂御金蔵か

ら江戸御金蔵に送金してきた従来の貨幣の流れが、幕末期に逆転していたこと

が注目される。三井組が関与した金銀銭貨の輸送等の実態を記した史料の内容

に関する詳細は賀川の研究に譲るが、以下では、幕末期に江戸と大坂の間で輸

送された貨幣の種類とその数量について概観する。 
賀川の研究で紹介された各種資料をもとに、開港(1859<安政 6>年）から倒幕

（大政奉還のなされた 1867<慶応 3>年）の間に、大坂御金蔵に搬入された貨幣

の種類や数量等を年ごとに取り纏めたのが【表 4】である。江戸から輸送され大

坂御金蔵へ搬入された金銀貨のすべてを網羅しているわけではないが、1863(文
久 3)年、1864(元治元)年の上洛費用が約 100 万両94といわれる中、【表 4】にお

いてこの両年に大坂御金蔵に搬入された金貨（二分金等）が約 120 万両である

ことを勘案すると、この表をもとに、上方での支出の財源となる貨幣の輸送に

ついて大まかな推移をとらえうると考える。なお、三井組が大坂から江戸へ輸

送した金銀貨の推移を併記した。併記した数量をもって江戸と大坂の間での輸

送数量の水準を比較するには慎重を要するが、以下のような特徴が指摘できる。 
第一に、江戸と大坂の間での貨幣の輸送をみると、万延改鋳の後、1862(文久

2)年までは、旧金貨と旧秤量銀貨を江戸に運ぶ数量が、江戸から運ばれた新貨幣

を大坂御金蔵へ搬入された数量を凌駕している。また、金貨と秤量銀貨では江

戸へ輸送した時期のピークが異なっている。旧秤量銀貨は、1860(万延元)年と

1861(文久元)年の 2 年間に集中的に江戸に送られているが、これは、1859(安政

6)年以降、天保丁銀を安政丁銀に改鋳していた時期にあたる。改鋳の素材を大坂

から回収したものと推測される。これに対し、旧金貨を江戸へ輸送したピーク

は 1862(文久 2)年である。万延改鋳の実施により市中から回収された旧金貨が

輸送されたものと推測される。前掲【表 2(1)】にみられるとおり、二分金の在

高が前年比 5 割以上の急増を示したのは 1862(文久 2)年と 1863(文久 3)年であ

る。先に触れたとおり、開港前後に二分金の鋳造量を増やし始めた当初は、江

戸の御金蔵に保管されている天保小判等の旧金貨が金座へ引き渡されていたが、

鋳造量を増やしていくにつれ、1862(文久 2)年以降は、大坂御金蔵に保管されて

いた旧金貨にも依存するようになったと考えられる。 
第二に、江戸から大坂へ輸送される金銀貨の数量が、大坂から江戸へのそれ

を大きく凌駕するようになったのは 1863(文久 3)年で、将軍家茂がはじめて上

洛した年である。【表 4】によれば、この年に大坂御金蔵へ搬入された貨幣は、

小判 5,000 両、二分金 58 万 5,000 両、二朱金 3 万両、一朱銀 3 万両、秤量銀貨

                                                  
93 賀川[2002]174～181 頁。 
94 山本[1994]6 頁。 
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5,300 貫目である。このうち二分金は前年の 60 倍近くになっている。1864(元治

元)年と合わせると、110 万両近くの二分金が大坂御金蔵へ搬入されたことにな

る。その後も二分金は江戸から輸送され続け、1865(慶応元)年と 1866(慶応 2)
年の両年がピークとなっている。第二次長州征討の実施に際し、この両年で大

坂御金蔵へ 150 万両を越える二分金が搬入されたことになる。1864(元治元)年 8
月に大坂城代が、大坂御金蔵に保管している貨幣のみでは増大する財政支出に

対応できないことを理由に、江戸からの貨幣輸送を老中に要請したところ、幕

府軍艦を用いて輸送する決定がなされており95、これが実施に移されたことが二

分金の輸送数量に表れている。なお、江戸からの二分金の供給は、倒幕直前ま

で継続したわけではなく、1867(慶応 3)年に大坂御金蔵へ搬入された数量は前年

の 1 割程度に激減している。政治的には 1866(慶応 2)年 7 月に大坂城内で将軍

家茂が薨去し、9 月に第二次長州征討が停止された時期にあたる。将軍の大坂滞

在や軍事行動に伴う上方での財政支出の必要性が一巡したことが、二分金の上

方への輸送量が鈍化した背景となっていたとみられる。この間、大坂へ運ばれ

た一分銀の数量は 1865(慶応元)年以前しかわからないが、1865(慶応元)年には

1861(文久元)年の 8.5 倍になっている（二分金は同期間で約 10 倍）。2 度目の将

軍上洛の際に、二分金、一分銀、秤量銀貨、百文銭、四文銭、一文銭を将軍が

乗った軍艦に積んで大坂まで輸送した事例もある96ことから、上洛や進軍に必要

な貨幣の一部として、一分銀の輸送量も増えていたと推測される。 
第四は、百文銭と銅四文銭が 1864(元治元)年以後大坂へ送られたことである。

この事実は賀川[2002]によって指摘されてきたが、やや詳しくみると百文銭と銅

四文銭とで、動向に違いがみられる。百文銭については、江戸からの輸送ピー

クが 1866(慶応 2)年の 95 万貫文であるが、翌年には皆無となっている。一方、

銅四文銭は 1867(慶応 3)年まで江戸からの輸送が続いている。この違いは、

1865(慶応元)年 8 月に、百文銭の鋳造のために大坂に銭座が開設され、そこで

の鋳造の本格化に伴い、上方への供給拠点が江戸から大坂にシフトしたことを

物語る。1862(文久 2)年末に銅四文銭の鋳造が開始されるまでの間の銭貨の動向

については 4.(2)において分析する97。 
 
(2)大坂御金蔵に運ばれた貨幣の使途 

臨時の財政支出のために海路で江戸から大坂へ運ばれた二分金等は、いった

ん大坂御金蔵に保管された後、大坂町奉行、京都町奉行所の指揮管理のもと98、
                                                  
95 飯島[2004]133 頁。元治元年「大坂表差登并御取下金銭軍艦便ヲ以運送達」、『御勝手帳

第十六冊』、国立公文書館所蔵。 
96 賀川[2002]158～165 頁。「再上洛御用留」（三井文庫所蔵）。 
97 本稿 4.(2)39～41 頁。 
98 市中への払い出し実務は、大坂御金蔵から払い出された貨幣を預かった御用両替商（三
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大坂や京都の市中へ払い出されていった。そこで、以下では、大坂御金蔵へ運

ばれた貨幣の払出し時期等について、前掲【表 4】と対比しながら確認してみよ

う。結論を先取りすると、江戸から運び込まれた二分金や一分銀等の貨幣のほ

とんどは、1863(文久 3)年以降実施された将軍上洛や長州征討に際して財政支出

として払い出され、大坂御金蔵に備蓄される分はほとんどなかった。 
幕末期に大坂御金蔵に保管されていた金銀貨の数量とその内訳について、史

料から詳細が把握できるのは、現段階では 1864(元治元)年のみ99である。この年

に、大坂城代が江戸からの貨幣輸送を要請し、これが認められたことは先に触

れたが、その際の説明資料として、同年 9 月時点での大坂御金蔵における保管

貨幣の内訳と支出予定が勘定所へ提示された100。これによれば、当時保管され

ていた金貨（含、計数銀貨）は約 16 万 7,115 両。その内訳は、小判が 5,100 両

（金貨保管高の 3.1％）、二分金が 13 万 6,028 両（同 81.4％）、一分銀が 2 万 5,988
両（同 15.6%）である。このほか、一分金 70 両、二朱金(万延二朱金)約 319 両、

一朱銀(嘉永一朱銀)209 両があるが全体の 1％に満たない。前掲【表 4】に記載

した江戸からの輸送数量と比べると、1862(文久 2)、1863(文久 3)年に大坂御金

蔵が受け取った二分金（約 60 万両）の 8 割近く、二朱金、一朱銀(各 3 万両)の
大半が 2 度にわたる将軍上洛の時期に払い出されて、大坂御金蔵にはほとんど

残っていなかったことになる。これに対し、秤量銀貨の保管高は約 6,610 貫 706
匁余（公定相場による換算で、約 11 万 178 両）で、金貨の 7 割弱である。この

中には、小額の支払いに用いる豆板銀 529 貫 422 匁 2 分（約 8,824 両）が含ま

れている。秤量銀貨 2 万貫が 1864(元治元)年末までに大坂へ輸送されたことを

勘案すると、上洛の時期に 7 割強が払い出されたことになる。このように、各

種の貨幣が大坂や京都に向けて集中的に払い出されていたことが注目される。 
次に、1864 (元治元)年 9 月時点での大坂御金蔵からの払い出し予定をみてみ

よう。金貨単位の貨幣での払い出しが予定される 9 万 4,359 両 1 分 1 朱のうち 6
万 8,624 両（金貨単位での払い出し予定の 72.7%）が二分金、2 万 5,204 両 3
分が一分銀（金貨単位での払出し予定の 26.7%）によると記される。払出し予

定の内訳をみると、「金三万五千弐百五拾両、是は一橋殿再御上京ニ就諸入用」

といった記述のように、貨幣の種類を特定せず「金」とのみ表記されるものは、

二分金での払い出しを意味する。支出の目的として、一橋慶喜の再上京費用の

ほか、その配下で京都の警備にあたった砲術部門関係者の報酬等、歩兵の旅宿

                                                                                                                                                  
井ほか）によって実施された。 

99 飯島[2004]131～33 頁、「表 25」参照。元治元年九月、「大坂表御登金ニ附松平伊豆守上

申書」、『御勝手帳 第十七冊』。 
100 飯島[2004]132 頁掲載、表 25「大坂御金蔵金銀有高および支出見込み（元治元年）」に

概要が纏められている。ただし、大坂御金蔵に元治元年 9 月時点で保管されていた金銀

貨の種類別の数量内訳に着目した分析はなされていない。 
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代等が列挙されている。これに対し、小判や一分銀といった特定の貨幣での払

い出しの場合は、用いる貨幣の種類が明記されている。先に触れたように、大

坂御金蔵には小判 5,100 両が保管されていたが、その全額が、京都所司代、京

都町奉行管下での支出のために払い出すことが予定されていた。一分金は御金

蔵に 70 両しか保管されていないため、払い出し予定も 10 両とわずかである。

このほか、一分単位の貨幣による支出が１件予定されているが、「一分銀七百八

拾三両」（大坂城門外の屯所などの建設に必要な費用）と記されている。 
ちなみに、前掲【表 4】に示した 1864(元治元)年末以降の貨幣の輸送状況を

みると、金貨では小判や二朱金の大坂への到着は皆無で、二分金のみが大坂御

金蔵に運び込まれていた。このため、京都では、大坂御金蔵から払い出しが可

能だった二分金および一分銀によって財政支出を行うことを基本とし、一分未

満の「2 朱（前掲【表 3】の換算率によれば 818 文）」「1 朱(同左、409 文）」の

金貨単位での支出が必要な場合は、江戸から輸送が続いた一朱銀もしくは百文

銭、四文銭のような銭貨で対応したと考えられる。 
なお、秤量銀貨での財政支出の予定として、大坂市中の川や河口の土砂浚い

費用 779 貫目などが記されるが、「銀遣い」圏とされる大坂、京都向けに秤量銀

貨を用いる予定額は極めて少ない101。この点に関連し、1863(文久 3)年 11 月の

勘定所の評議記録102の中に、御金蔵からの払い出し方針に関する決定を見出せ

た。これによれば、江戸の御金蔵からは、将軍周辺の用途（褒美、将軍の衣服

等、身の回りの用途）を除き、5 貫目（公定相場で換算し約 83 両）以上の額に

ついては両建てに換算して金貨（二分金等）で払い出すこととされ、大坂御金

蔵もこれに準拠することとされた103。この決定がなされたのは、将軍家茂の初

めての上洛(1863<文久 3>年 4月）を終え、翌年正月の再上洛直前の時期である。

1863(文久 3)年春の上洛の際に、多額の貨幣が御金蔵から払い出された結果、保

管高が僅少な秤量銀貨を財政支出に充てることに制約が生じ、利用可能な貨幣

                                                  
101 上方での財政支出に金貨が多く用いられるようになったのは幕末より前からと考えら

れる。その契機や金貨等の利用実態は定かでないが、小葉田[1999]99～101 頁によれば、

1708(宝永 5)年に宝永通宝銅十文銭が発行された頃、京都における御所や二条城の修繕等

のための財政支出は金貨と宝永通宝銅十文銭を用いたとされる。 
102 文久三年十一月「大坂御金蔵金銀相場等伺」、『御勝手帳 第十三冊』、国立公文書館所

蔵。この伺いでは、かねてより大坂での銀相場が下落し、匁建ての物価が上昇している

折柄、江戸から秤量銀貨を大坂・京都へ供給することに伴い、銀相場が下落することを

懸念する向きについて勘定所の考え方を示している。幕府御金蔵から払い出す秤量銀貨

の用途に一定の限度を定め、金貨単位での払い出しに代替することで、銀相場の引き上

げに資するとの考えも言及されている。 
103 ただし、大坂御金蔵に関する独自の事情として、「禁裏 御所で必要とする銀」につい

て、秤量銀貨での払い出しに上限を設けない扱いとされている。大坂御金蔵に保管され

た秤量銀貨は朝廷関係者への献上などに備えていたものと目される。 
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が二分金等の金貨に限定される状況になったことに対処するための方針決定で

あったと目される。以下、(3)では、京都守護職屋敷の普請費用を例に、御金蔵

から払い出された貨幣の種類とその変化を分析する。 
 
(3)京都における貨幣の使われ方 
大坂御金蔵へ江戸から運び込まれた貨幣の多くは、将軍上洛や長州征討に絡

む費用として、京都や大坂に払い出されていった。そこで、本節では、この時

期に特有の財政支出の事例から、貨幣の用途をみてみよう。 
1862(文久 2)年 8 月に京都守護職（会津藩主松平容保）が新設されると、会津

藩関係者がその執務等にあたる屋敷の普請が必要となった。この屋敷の普請経

費に関する出納を同年 10 月から請負った三井組の史料をみると、大坂御金蔵か

ら「後藤包」（金座を統括する後藤家が金貨を紙で包み封印したもの）と称され

る二分金の百両包が払い出されたことが所々に記されている。普請経費につい

ては、大坂御金蔵から払い出された貨幣を京都町奉行が受取った後、それを三

井組に預け、京都守護職役所からの支払指図をもとに、職人や京都の町方への

貨幣の引き渡し等が行われた104。 
1863(文久 3)年 12 月から 1866(慶応 2)年 7 月までの間、京都守護職屋敷を整

備するために三井組が出納した実績をまとめたのが【表 5】である。この表に示

した期間は、将軍家茂の2度めの上洛を1864(元治元)年正月に控えた時期から、

1865(慶応元)年 5 月に第二次長州征討のために将軍が再々度京都に向かい、そ

の後大坂城に滞在して 1866(慶応 2)年 7 月に城内で死去するまでの時期と重な

る。この期間に、三井組が大坂御金蔵経由で預かった貨幣は金貨 7 万 3,541 両

余、秤量銀貨 1,098 貫 817 匁余105である。公定相場で金貨換算すると、預り額

の約 8 割を金貨、約 2 割を秤量銀貨が占める。 
預かった金貨のうち、95％強が普請を請け負った者への支払いにあてられて

いるが、当初から金貨によっていたわけではない。1863(文久 3)年 10 月 22 日に

三井組が最初に預かったのは、秤量銀貨 617 貫 742 匁 7 分 6 厘で、その直後か

ら職人棟梁たちへ秤量銀貨を渡している106。これに対し、金貨による引き渡し

がみられるようになるのは、1864(元治元)年 6 月に、大坂御金蔵から拠出され

た二分金 1 万両を預かった後で、同年 7 月 12 日の記事に、「金弐千三百五拾両 

棟梁長谷川越後掾、大東小平太」（中略）「金七拾両三分二朱 銀三匁九分八厘、

                                                  
104 「御守護職御役屋舗 御普請請払御用留」（三井文庫所蔵 三六一番）。以下、京都守護

職役宅普請に関連した貨幣出納の分析は、この史料に依拠する。 
105「御守護職御役屋舗 御普請請払御用留｣、慶応二年八月の記述によった。 
106「御守護職御役屋舗 御普請請払御用留」文久三年十月二十六日の記事に、「守護職御役

屋鋪取扱掛」が請負職人等へ引き渡した三井組への支払指図（「印鑑」）のひな形が掲載

されている。 
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此銀六貫目、三條組東方年寄吉兵衛、四条組東方年寄五郎兵衛」と記される。

金貨のみによる場合と秤量銀貨と併用した場合があったことがわかる107。【表 5】
によれば、1865(慶応元)年閏 5 月までは金貨と秤量銀貨を用いて職人等へ払い

出す額はほぼ半々であるが、それ以後は、秤量銀貨の預け入れがわずかとなる

のに伴い、預け金を取り崩した払い出しの大半が金貨（二分金）となっている。 
1865(慶応元)年閏 5 月 11 日に普請請負人柳屋徳兵衛たちに払い出した際の記

録108をみると、「銀弐百八拾貫目」相当の額を、時価相場109で金貨に換算し、金

2,970 両 2 分と秤量銀貨 6 分 7 厘を渡している。二分金のような金貨単位の貨幣

では支払えない端数の「6 分 7 厘」を秤量銀貨の単位で表示している。秤量銀貨

のなかでも小型の豆板銀（別称「小粒」「小玉銀」）110でなければ対応できない

額で、前掲【表 3】をもとに銭貨に換算すると 49 文に相当する。市中での秤量

銀貨の希少さを勘案すると、一文銭、四文銭で対応した可能性もあるが、端数

部分の支払いにどのような貨幣を用いたかを史料から確認することは今回でき

なかった。 
このように、秤量銀貨の単位で表示された額を金貨に換算し、二分金などを

渡した事例として、1863(文久 3)年 4 月の将軍上洛の際に、京都の町家へ「銀五

千貫目」相当の貨幣を配布したことが知られる。瓦版「将軍上洛拝領銀被下」

には京都の町の総代たちが、「銀五千貫目」相当の二分金 6 万 3,000 両を、「二

分判 六千二百両入」と表記された箱 10 個と二分金「百両包」10 包として拝

領した様子が描かれている111。この二分金は、将軍上洛費用として大坂御金蔵

から拠出され、三井組に預けられていた貨幣の一部である112。この瓦版には「借

家に至るまで、金壱両壱歩壱朱ト五十六文拝領」と記されることから、2 分未満

の金額を、1 分、1 朱、1 文単位の貨幣に両替するなどして対応したとみられる。

「五十六文」という端数部分は銭貨を配布するほかない。将軍の政治的権威を

示す行為であったことから、磨滅、損耗した銭貨を配布したとは考えにくい。

                                                  
107 棟梁など職人の責任者に払い出された金額は、その指揮下で働く者たちへ配分する労賃

や諸費用の総額とみられる。受け取った棟梁たちが、実際にどのような貨幣で諸職人へ

配分したかの実態は、この史料からはわからない。 
108「御守護職御屋舖 御普請請払御用留」慶応元年閏五月十一日の記事によった。 
109 この支払いでは、１両＝94 匁 2 分 6 厘で換算されたと記される。 
110 日本銀行金融研究所貨幣博物館が所蔵する秤量銀貨（丁銀、豆板銀）の重量等について

の分析は、西川[2000]11～13 頁。安政丁銀および安政豆板銀のデータは同論文付表を参

照。これによれば、安政丁銀は 122～232g(1 匁＝3.75g として、32 匁～62 匁程度)、安

政豆板銀は 0.09g(銀 2 厘 4 毛)～46.5g(12.4 匁)。 
111 瓦版「将軍上洛拝領銀被下」（日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵、「日本銀行所蔵貨幣

関係錦絵目録」請求番号 X3-(26)）がある。この瓦版に関する解説は、安国[2010]13～15
頁を参照した。 

112 賀川[2002]162 頁。 
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上洛直前に鋳造した銭貨が下賜されたのであろうが、将軍上洛用に、その実施

年の元号（「文久」）を銭銘113に付した文久永宝銅四文銭が用いられたことが推

測される114。 
このほか、幕府から二分金が拠出された事例として、京都へ派遣された幕府

関係者の手当金等が挙げられる。たとえば、1863(文久 3)年 3 月に京都に派遣さ

れた勘定所役人吉川幸吉郎は二分金 80 両を手元に携帯しており、現金保持に伴

うリスクを考慮して、三井組に預金し、必要な都度引き出す扱いとしている115。

また、京都の警護にあたる「見廻組」に任命され、1864(元治元)年 12 月に江戸

から派遣された旗本大塚金次郎たちは、手当金を京都で受け取ることとされた

116。職位等により、1 カ月あたり「金 3 分」もしくは「金 2 分」の水準で、半

年分（4 両 2 分ないし 3 両）をまとめて支給する扱いとされた。一人あたりの１

回の支給は二分金 9 個ないし 6 個に相当する。 
ここまで、主に金貨、秤量銀貨が払い出された事例を取りあげた。幕府の公

用で移動した武士たちが、宿泊費や食費等の支払いに銭貨を用いたことは、幕

末に限ることではない。東海道宿場での金銀銭貨の用途については次の（4）で

分析することとし、ここでは、それ以外の銭貨の使われ方を 2 つ取り上げる。 
1 つめは、金貨や秤量銀貨の輸送実務のために雇われた人足の労賃等の支払い

である。貨幣の輸送、出納が何らか発生する都度、実物貨幣を運ぶ人足を雇う

必要があった。1863(文久 3)年 2 月から 3 月にかけて、京都の三井組に上洛費用

として大判、小判、一分判、二分金が預けられたが、この際の輸送のため雇っ

た人足労賃等の合計が 5,300 文と記される117。また、1865(慶応元)年 5 月に、

長州征討のために将軍が江戸から大坂に向かった際の必要経費として二分金 20
万両（二分金１枚 3g として 1.2 トン）、丁銀 2,000 貫匁（200 万匁、重量１匁を

3.75g として、7.5 トン）、百文銭 33 万 5,000 貫文（3 億 3,500 万文、百文銭 1
枚 20g として 67 トン）が江戸から海路で輸送され、大坂御金蔵に運び込まれた

118。70 トン近い貨幣を陸揚げし、大坂御金蔵に搬入する際に雇った人足の労賃

や諸雑費を【表 6】に一覧にした。人足の労賃は一人あたり 300 文、弁当代が

１食 100 文で、百文銭によって支払われた可能性が高い。大坂御金蔵への搬入

                                                  
113 文久永宝銅四文銭の銭銘の原筆は、当時の三老中（板倉周防守、松平春嶽、小笠原長行）

が執筆し、上洛挙行の成功のために鋳造された政治性を帯びた銭貨といわれている。日

本銀行調査局[1973]260～261 頁。安国[2004]15 頁。 
114 将軍が江戸に戻った後、上洛成功を記念し、江戸の町人に文久永宝銅四文銭が御祝儀と

して配られたことが知られる。日本銀行調査局[1973]261 頁参照。 
115「御上洛御用留 壱番」（三井文庫所蔵）、文久三年三月廿八日の記事。 
116 慶応元年「見廻組 大塚金次郎外四人宿代請取達」、『御勝手帳 第十九冊』、国立公文

書館所蔵。 
117「前御上洛御用留」(三井文庫所蔵)。 
118「御上洛御用留」（三井文庫所蔵） 
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を請負った両替商たちは、支払実績をもとに、同年 6 月に約 90 貫文（9 万文）

を大坂で支給してほしいと、願い出ている。 
2 つめの事例は、江戸から上洛等に随行して上方に滞在している幕府関係者の

宿泊所となった施設における賄い費用等である。公用滞在者に宿を提供する「御

用宿」では、行燈や布団、枕、火鉢といった備品や鍋釜、食器等の賄い用品を

準備する必要があったが、この実費は幕府からから支給される（「御用宿下げ金」）

こととなっていた119。【表 7】は、1864(元治元)年（1 月～3 月）の宿屋の帳簿120

を事例に、支払い項目と金額を一覧にしたものである。これによれば、宿屋が

商人等に支払った額は、金貨と銭貨の単位で記帳されており、匁単位での表記

はみられない。幕府からの支給を受けるためのエビデンスにもなるため、両建

て、文建てで記帳した側面もあろうが、帳面をみると、支払金額の授受に齟齬

がないかを 1 件ごとに照合した形跡がある。たとえば、「金三両壱歩三朱 銭百

八拾文 近甚 燈油弐斗七升代」といった宿屋からの支払額の記載の脇に、「右

之通、受取申候」と売り手による加筆がされていたり、照合印（○合の印）が押

印されているなど、宿屋の帳面が貨幣の授受簿を兼ねていたことがわかる。宿

屋が賄い準備をするにあたり、金貨と銭貨を用いて物資を購入していたとみら

れる。ちなみに、同年 9 月に京都町奉行が勘定所に提出した鋳銭願121の理由文

言の中には、「銀子（秤量銀貨）はまったくやりとりがなく、金銭のみが通用し

ている状態になっている」（筆者が現代語訳）と記されており、【表 7】にみられ

るような状況の一端を幕府関係者が認識していたことが窺える。なお、京都町

奉行が提出した鋳銭願は却下され、江戸から銭貨を供給する基本方針が提示さ

れた。実際に江戸からどのように銭貨が供給されたかについては、4.で分析する。 
 

(4)東海道宿場における貨幣の使われ方 

1863(文久 3)年の将軍上洛の往路には東海道が用いられ、江戸から京都二条城

に到着するまでに 22 日を要し、老中以下約 3,000 人が随行した122。宿場を通行

する幕府関係者が休憩や宿泊の際に料金等を支払ったり、公用荷物の運搬を担

う宿場役所では人足や馬の調達にあたって経費を支出する等、貨幣を授受する

機会が増えたと考えられる。先に触れた飯島[2004]は、この時期に東海道筋へ銭
                                                  
119「元治元甲子年三月 御上洛御旅宿 諸払帳」（三井文庫所蔵） 
120 大坂において御用宿を提供する際の仕様と費用の勘定についての触書に詳細が記され

ている。「慶応元乙丑年 九月十一日 御用宿一件并御触書写」、大阪市史編纂所・大阪

市史料調査会[2007]に収録された翻刻文。大坂での御触の内容に鑑み、本稿で扱った京都

の事例だけでなく、大坂でも宿泊所では帳面付けがなされていたと考えられるが、現段

階では具体的な史料を見い出せなかった。史料発掘を含め、今後の検討課題としたい。 
121 元治元年「於京地銭貨鋳造之儀京都町奉行上申書」、『御勝手帳 第十八冊』、国立公文

書館所蔵。 
122 山本[1994]6 頁。 
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貨等による財政支出がなされたことを財政帳簿の分析によって提示した123。も

っとも、上洛や軍事行動のために公用で通行した人々が、幕府から支給された

手当金等をもとに、どのような種類の貨幣をいかなる使途で用いたかの実態に

ついてはわかっていないことも多い。 
宿場史料には貨幣に関する情報が豊富に記載されており、宿場財政に関する

研究においては、かねてから銭貨や金貨の単位で記された財政支出項目の内容

分析等がなされてきた124。幕府役職者や諸大名の宿泊等に関する記録が時系列

で残っている事例として二川宿（品川から数えて 33 番目の宿場、現在の豊橋市

に所在）の本陣が知られるが、利用者が支払った金銀銭貨の種類や用途等に焦

点を絞った分析はこれまで十分になされてきたわけではなく125、宿泊等の記録

に記載された貨幣単位の意味や貨幣の使用方法に着目した研究の必要性が指摘

されてきた126。そこで、本稿では、二川本陣への貨幣支払いに関連する記録の

中から、移動や滞在のための経費を幕府から支給される立場にあった公用通行

者に関する帳面に焦点を絞り、金銀銭貨をいつ、誰が、どのような用途で支払

いに用いたかの手がかりを得ることをめざす。 
【表 8】は二川宿本陣で宿泊ないし休憩した幕府役職者等の宿帳127の中から、

1859(安政 6)年から 1866(慶応 2)年までの公用利用者（「御公儀」と明記される）

を対象に、記載された金銀銭貨とその用途、金額等を整理したものである。幕

府から職務命令を受けた役職者が一人で通行することはむしろ例外で、随行者

の宿泊や飲食等に関する支払いもまとめて記帳されている。貨幣に関する記載

は大きく 3 つに整理できる。第一は、幕府役職者が「宿料」「御茶料」等の名目

で、金銀銭貨を紙に包んで渡した128貨幣である。数量は、「金百疋」（金貨１分）、

「白銀壱枚」（丁銀１枚）、「青銅百疋」ないし「鳥目百疋」（銭貨 100 文）とい

った貨幣単位で記帳されている129。これらは、「両」「匁」「文」の単位で日常の

                                                  
123 飯島[2004]97～98 頁、「表 14」。 
124 19 世紀前半（文化、文政期）の武蔵国蕨宿の宿場財政帳簿（宿入用帳）の支出項目につ

いて、記載された金貨や銭貨の金額や用途をもとに宿場財政を分析した研究として、丸

山［1960］61～69 頁がある。開港以後の東海道舞坂宿の財政帳簿をもとに、記載された

貨幣や用途にも触れた論考として、渡辺[2005]184～186 頁がある。 
125 19 世紀前半（文化、文政期）の二川宿の旅籠等の史料をもとに、一般旅行者が携帯した

貨幣やその用途を分析した研究として、加藤[2007]14～23 頁が挙げられる。 
126 渡辺[2007]788～789 頁。 
127 豊橋市二川宿本陣資料館[2007]624～768 頁収録、『御休泊記録 御公儀』『御休泊記録 

御公儀二編』の翻刻文。以下、本稿において、二川宿本陣の宿帳の記述に触れる場合は、

この史料を典拠とする。包紙の体裁やそこに記された貨幣単位の実例については、豊橋

市二川宿本陣資料館[2001]50 頁掲載の「宿料包紙」を参照。 
128 渡辺[2005]177、179 頁。 
129 儀礼的使用における貨幣単位については安国[2001]141～142 頁。宿帳の記載に関する

解説は、渡辺[2007]778～779 頁。 
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支払決済を行う際に用いる単位と異なり、御祝儀等の用途で貨幣が授受された

ことを示すものである。第二は、随行している人員の宿泊代や飲食代等を、設

定された料金に応じて貨幣を引き渡した額である。宿泊代等は、公定料金と人

数の積算により、すべて文建てで記載されている。第三は、宿場役所等からの

給付額130で、「宿足し」等の表記（以下、「足し銭」という。）により文建てで記

帳されている。「足し銭」として記帳された額は、通行した幕府関係者がその場

で貨幣を渡したものではない。幕末期に限らず、大名が参勤交代で通行する際

に本陣へ渡す額では、料理等を賄いきれないため、宿場役所からの給付によっ

て事後的に補填された。将軍家茂の上洛に際し、幕府は公用での宿泊料等を公

定した（【表 9】）が、諸大名による通常の利用料金より低めに設定されており131、

これでは賄いきれない赤字分を、本陣では利用者が生じた都度計算し、記帳し

ていた。 
【表 8】における、記帳額（両建てに換算）の年別の推移をみると、1859(安

政 6)年には年間約 3.6 両程度(件数 11 件、1 件あたり約 1 分 1 朱)であったもの

が、1862(文久 2)年を境に 20 両を越える（40 件、1 件あたり約 2 分 2 朱）よう

に急増し、1866(慶応 2)年に 37.9 両(82 件、約 1 分 3 朱)へさらに伸びている。

これは、将軍上洛や内戦等に伴う公用での利用件数の増加によるもので、記帳

額の増加は大きくこの 3 つの時期に区分される。ちなみに、この時期区分は、

2(2)において前掲【表 2（1）】【表 2（2）】について幕府貨幣（金銀銭貨）の在

高の推移を分析した際の時期区分と同様である。 
記帳額（両建てに換算）のうち、第一の類型（御祝儀）として本陣が受け取

った貨幣（両換算）の占めるウェイトをみると、1859(安政 6)年が最低で 13.9％、

高いのは 1863(文久 3)年の 40.2％と 1865(慶応元)年の 37.0％が突出し、それ以

外の年は 20％程度である。1863(文久 3)年および 1865(慶応元)年に、将軍家茂

や一橋慶喜（禁裏守衛総督）が京都に向かう途中で立ち寄った際に、丁銀等が

引き渡されたことが額を押し上げている。たとえば、1863(文久 3)年 2 月 25 日

の将軍の休憩に際し、「銀三枚、目方百弐拾九匁」（丁銀１枚 43 匁として 3 枚に

相当）の秤量銀貨が代官所から本陣に渡されている。通行した一行が、その場

で秤量銀貨を直接渡したと目されるのは、1862(文久 2)年 12 月 26 日に一橋慶喜

が休憩した際のみで、それ以後の記述をみると、換算のうえで金貨を渡してい

る。たとえば、1863(文久 3)年の将軍の休憩にあたっては、「御小休二付 白銀

壱枚 此金三分被下」と記述される。紙に数量を「白銀壱枚」と表記したうえ

                                                  
130 渡辺[2005]177、179 頁。 
131 二川本陣を 1863（文久 3）年 8 月に利用した大名等の事例（豊橋市二川本陣資料館[2009]

を参照）をみると、戸田淡路守の随行者が１泊 416 文、土井能登守関係の御女中の宿料

が 480 文と記されており、上洛関係者の公定宿泊代 248 文の倍近い。 
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で、相当する金貨 3 分を渡したことがわかる。同様に、1865(慶応元)年閏 5 月 7
日に将軍が昼食をとった際も、「御昼休料 銀三枚 此金弐両壱分」とあり、文

久 3 年と同じ換算率で金貨が渡された。 
このような将軍クラスの例外を除くと、最高額は「金弐百疋」（金 2 分、大坂

町奉行の宿泊）で、小判を渡した事例は、今回の調査対象からは確認できなか

った。拝領金額の多寡や渡した貨幣の種類は、通行者の立場等によって目途が

あった模様で、たとえば、大坂町奉行が昼食休憩する際には「金百疋」（金 1 分）、

山田奉行や勘定奉行クラスが昼食休憩する際には「金五十疋」（金 2 朱）、上洛

の準備の際に休憩した道中奉行は「金壱朱」、勘定所の役人等の休憩では「青銅

百疋」（100 文）ないし「鳥目二百疋」（200 文）といった具合である。金貨を用

いる場合は平均 2 朱～3 朱程度、銭貨の場合は平均 200 文程度である。前掲【表

1】に挙げた当時の流通貨幣のうち、嘉永一朱銀、万延二朱金、安政一分銀、万

延一分金や天保通宝などの小額貨幣が、通行者を通じて宿場に払い出されたと

目される。次に、食事代や宿泊費等の記載をみると、1859(安政 6)年に 12,064
文であったが、上洛準備のための往来が生じた 1862(文久 2)年に 52,256 文と急

増し、第二次長州征討が停戦となったため撤退する歩兵の移動が増えた 1866(慶
応 2)年に 129,496 文とピークに達している。1 件あたりの平均支払額は、1862(文
久 2)年 1,935 文、1863(文久 3)年に 2,493 文、1864(元治元)年 2,599 文、1865(慶
応元)年 1,939 文である。1865(慶応 2)年は 4,316 文であるが、撤兵の際、食事

代をその場では支払わなくてもよい扱いとされたので、実際に支払われた額は

半分程度と見込まれる132。1 件あたりの支払額は百文銭 20 枚程度で授受できる

レベルであるが、前掲【表 3】をもとに換算すると、1863(文久 3)年は金貨 1 分

と銭貨 259 文、1864(元治元)年は金貨 1 分 1 朱と銭貨 146 文、1865(慶応元)年
は金貨 1 分と銭貨 274 文に相当する。通行者が携帯していた貨幣の種類等に応

じ、一朱銀や一分銀等の金貨単位の貨幣と百文銭などの銭貨を併用したとみら

れるが、端数の支払いに一文銭、四文銭が不可欠であったことは確かである。

前掲【表 2(1)】で、上洛前に鉄一文銭や四文銭の在高が増えたことの背景の一

端が窺える。 
なお、今回調査した二川本陣の宿帳133では、1860(万延元)年以降、銭相場が

併記される事例が見受けられた（【表 8】（参考 1）に記載）。銭相場は、「金弐朱

ニ付 八百文」といった形式で記述されており、小判や二分金に対する相場で

はなく、「金二朱」に対するものであった。東海道を通行する利用者と本陣の間
                                                  
132 第二次長州征討が停戦となり、撤兵する際には食事代をその場では支払わず、後日幕府

から支給される旨の布告が出された。 
133豊橋市二川宿本陣資料館[2007][2009][2011]には、諸大名などが利用した際の宿帳が掲載

されている。諸大名などは、本陣との間で、相対により宿泊代や食事代を設定して貨幣

を引き渡しており、その時点での米価や銭相場を併記した事例が見受けられる。 
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では、文建てで積算された要支払額のうち、800 文程度を上回る額について、金

貨の単位に時価換算のうえ、「二朱」以上の額面の貨幣で授受したり、二朱金等

を銭貨に両替する実務面でのニーズがあったことが示唆される。 
さらに、【表 8】にみられる二川本陣の「足し銭」の推移をみると、1861(文久

元)年までは 1 万 5,000 文（両換算で約 2 両）を上回ることがなかったのに対し、

上洛準備のための往来が急増した 1862(文久 2)年には 5 万文（両換算で約 7.7
両）近くに跳ね上がり、それ以後は 2 万 7,000 文(両換算で約 4 両)を下回ること

はなかった。幕末期に宿場の財政負担が増したことは、宿場財政の研究で指摘

されてきたが、その一端が「足し銭」の推移から窺える。「足し銭」が二川宿場

役所からどのような貨幣で拠出されたかは定かでないが、近隣の舞坂宿（品川

から数えて 30 番目の宿場、現在の浜松市に所在）の財政支出の事例134をみると、

人足賃などの補助は金貨換算が可能な 6,500 文程度を越える額もすべて文建て

で記される一方、本陣などの赤字分を補填する「足し銭」は両建てと文建てで

経理されている。「足し銭」の必要額を文建てで積算のうえ、宿場役所では金貨

に換算し、二分金のような金貨単位の貨幣と銭貨を併用して支給したものと推

測される。 
ちなみに、幕府は、将軍が東海道を通行することに伴う宿場での費用負担の

増加を見越して、実物貨幣の給付を行っていた。たとえば、1863(文久 3)年 2 月

に、東海道の宿場に対して、1 万 4,113 両を配布したことが知られる。舞坂宿の

史料から、「金六千弐百四十弐両 浜松宿より受取、内 金百廿六両 当宿分受

取、引て金六千百十六両、但シ 弐千両入箱三ツ、百両包壱ツ、十六両弐分判

みたし（ママ）、右之通受取即刻新居宿へ御継立（ただし、傍線は筆者による）」

との記述135が見い出せる。この記述だけでは、金貨の種類を確定することはで

きないが、先に述べたように、当時の金座では二分金のみを鋳造する状況にあ

ったことや、上洛時に京都の町衆へ下賜する際に幕府が払い出した貨幣も二分

金であったことを勘案すると、宿場に配布された貨幣も同様であったと推測さ

れる。金座で数量等を確認のうえ施封した二分金「百両包」を箱に入れて運び

出したのであろう。品川宿を起点に東海道の宿場が順々に割当額を受け取って、

次の宿場へ運ぶことでリレー的に配布されていったことがわかる。また、同時

期に鉄一文銭、鉄四文銭、百文銭といった銭貨も東海道の宿場へ均等に配布さ

れていたことが金座人史料から判明した（4.(2)で分析）。二川宿も、幕府から二

分金と銭貨の配布を受けたわけだが、上記のような本陣への「足し銭」の給付

を含む宿場役所からの財政支出の一部に、この二分金や銭貨が充当されていっ

たとみられる。 

                                                  
134 渡辺[2005]177 頁掲載、表「文久元年・慶応 2 年の舞坂宿財政支出」を参照した。 
135 舞阪町史研究会編[1970]492 頁、「人馬継立覚」（翻刻文）。 



34 
 

以上が、二川宿本陣における公用旅行者に関連した貨幣の払出し数量等の特

徴である。地位の高い幕府役職者の利用が多い時期を除けば、宿場本陣での記

帳の 8 割程度が文建てで行われていることが注目される。「東の金遣い」「西の

銀遣い」といった地理的な区分でみると、二川宿はその境目とされる地域136よ

りやや東に位置する。本陣の宿帳では、支払い額を積算する際のもとになった

個々の宿泊代や食事代のほか、賄いにあてる米などの時価を文建て137で記帳し

ている。【表 8】（参考 2）に、二川宿本陣の宿帳から把握できた米１升あたりの

時価を提示した。これによれば、米価の推移は、以下の 3 つの時期に分かれる、

先に触れた宿場本陣への貨幣の払出しに関する時期区分と合致している。 
第 1 期は、1861(文久元)年までである。嘉永 4(1851)年に 148 文であった記述

が確認されることから、万延改鋳の実施年（1860<万延元>年）に 168 文まで上

昇し、1861(文久元)年 3 月に 191 文に至って、翌年に開港前の水準に下落する

までの時期である。開港前に比べ 1861(文久元)年の段階で約 3 割上昇したとみ

られる。第 2 期は、1862(文久 2)年に、年平均 149 文（ボトムは 132 文）に下

落して一時安定した後、1864(元治元)年から上昇し始め、1865(慶応元)年に平均

236 文に至るまでの時期である。期間中に 6 割程度上昇したことになる。第 3
期は 1866(慶応 2)年で、平均 548 文まで跳ね上がっている。史料から確認でき

る範囲に限りがあるが、1865(慶応元)年 3 月に 408 文、同 9 月に 716 文に至る

ような高騰の勢いであった。 
このように、二川宿本陣への貨幣の払出しが盛んになされた時期に、文建て

での物価が上昇した事例が確認されるが、この事例のみをもって、東海道宿場

への財政支出が物価に及ぼした影響を述べるには慎重を要する。本節で提示し

た二川宿以外の事例分析を積み重ね、地域的な比較検討を行っていくことが、

課題の一つである。 
 
4．金座が運営した銭座からの銭貨供給 

本節では、幕末期の幕府による貨幣供給のうち、銭貨に着目し、その使途を

考察する手がかりを得るため、銭座からの払い出し実績等を分析する。 
幕末期に銭貨を幕府直轄で鋳造していた銭座は 7 つ（【表 10】）で、1862(文

久 2)年に開設されたが約 2 年で閉鎖となった佐渡銭座と、1865(慶応元)年に大

坂に開設された難波銭座を除く 5 つはいずれも江戸に設置され、隅田川沿いの

                                                  
136 名古屋や岐阜、伊勢の一帯が「東の金遣い」「西の銀遣い」の境目とされる。藤井[2012] 

79 頁参照。 
137 三島市郷土資料館[1986]に掲載された三島宿本陣における賄いに関する 1865(慶応元)

年 2 月の見積もりでも、米、塩、麦、味噌、酒などの価格が文建てで記載されている。「白

米壱升ニ付 同弐百三拾八文」の価格水準は、二川宿の同時期の米価（平均 236 文）と

ほぼ同じである。 
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浅草御蔵(米のほか銅や鉄といった地がねを備蓄)に近い場所に立地していた。金

座関係史料をみると、鉄一文銭(小菅銭座)、百文銭（橋場銭座、真崎銭座）、鉄

四文銭（深川銭座）、銅四文銭（真崎銭座、小菅銭座、深川銭座）の中から、高

額面、小額面の銭貨（「大小銭」と記される）を取り交ぜて大坂、京都へ輸送し

ていた旨の記述が散見される138。各銭座から 1 文、4 文、100 文の額面単位の銭

貨を川船で運び出し、品川沖から大型舟139に積み替えて海路で大坂へ運んだ。 
 
（1）小菅銭座からの年代別、地域別の払い出し状況 

前掲【表 4】からは、1865(慶応元)年以降、銅四文銭と百文銭が、江戸から大

坂御金蔵に向けて輸送されたことがわかる。しかし、それ以前の時期に鉄一文

銭等が江戸から輸送されていたか、また、大坂以外の地域へも輸送されていた

か等はわからない。この点を確認するには、江戸で払い出しを行った銭座側の

史料から実績を把握する必要がある。ここでは、小菅銭座（1859<安政 6>年 8
月～1867<慶応 3>年 4 月）における鉄一文銭の鋳造等を管理していた金座人の

執務日誌140をもとに分析する。小菅銭座における鉄一文銭の鋳造開始の動機に

ついて、先行研究では開港後に生じた銅一文銭の海外流出対策と銭不足解消策

のためと指摘されてきた141が、実際にどのような効果を挙げたか等はわかって

いない。たとえば、1859(安政 6)年 8 月に、銅一文銭の回収と引替えに鉄一文銭

と百文銭を取り交ぜて払い出す施策が布告されたが、1867(慶応 3)年までの期間

中、引替が一様に実施されたとは考えにくく、いつ頃まで銅一文銭の回収が盛

んになされたかはわかっていない142。また、日本銀行調査局[1973]では、この

                                                  
138 たとえば、「永野家文書七 鋳銭書留其一」（日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵、請求

番号：6-1-A1-7）文久 3 年 1 月 28 日の記事（後述）、「永野家文書八 鋳銭書留其二」（日

本銀行貨幣博物館所蔵、請求番号：6-1-A1-8）文久 3 年 11 月 26 日の記事。 
139 元治元年以降は、幕府軍艦が用いられた。 
1401765(明和 2)年に、金座人が「鋳銭定座」を兼帯し、鋳銭が幕府直轄となって以降、管理

にあたった金座人によって執務日誌が作成されるようになった。日本銀行貨幣博物館が

所蔵する小菅銭座に関する史料は、この銭座を管理した金座人永野家に伝わっていたも

のを、大正期に造幣局試金部長を務めた貨幣研究家甲賀宜正が筆写したものである。金

座永野家文書の由来については、日本銀行金融研究所貨幣博物館編[2000]掲載「銭幣館古

文書の伝存と構造」19 頁に解説がある。 
141 小菅銭座の開設の動機について、開港後の銅銭密輸出防止対策としての側面を強調する

研究としては、田谷[1985]459 頁、吉原[2003]150 頁が挙げられる。一方、日本銀行調査

局[1973]237 頁では、小菅銭座からの鉄一文銭の供給につき、銭貨不足への対処との見方

を示している。この点につき、安国[1997]では、銭不足対策と開港後の銭貨海外流出防止

の双方に言及している。 
142 日本銀行調査局[1973]265 頁では、銅銭密輸出対策としての鉄一文銭の発行、銭不足対

策のための鉄四文銭の発行、銅四文銭の発行等、幕府の銭貨政策は一貫性を欠いていた

との見方を示している。 
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銭座の鋳造収支は開設当初から「収支が償わない事情になっていた」143ことに

言及し、鋳造収支の赤字を認識しながらも供給を継続的に実施しなければなら

なかった政治的事情があったことを示唆している。しかし、このような赤字を

幕府はどの時期で容認できなくなったのか、鉄一文銭の供給方針の転換点がい

つ訪れたか等の実態は必ずしも十分に解明されてきたわけではない。そこで、

小菅銭座からの払い出し実績やその際の意思決定内容等を分析することを通じ、

幕府の供給方針の重点がどのように変化したかを以下で考察する。 
【表 11】は、小菅銭座が金座役所からの指示に基づき、指定された相手へ鉄

一文銭を払い出した数量を、地域別、年別に集計したものである。銭座が幕府

直轄（金座ないし銀座が運営）となった 18 世紀後期（亀戸銭座：1765<明和 2>
年～1774<安永 3>年が端緒）以来、出来上がった銭貨はすべて幕府に上納され

る扱いとされ144、勘定所の管理下で出納された。小菅銭座で鋳造した鉄一文銭

の中には、勘定所が払い出しを決定した特定の相手方に対し、指示された数量

を銭座から直接払い出す場合があり、金座人永野家史料145には、どのような相

手に、いつ、いかなる目的で鉄一文銭を払い出したかが記されている。 
【表 11】に記載した地域は、鉄一文銭を受け取った先の所在地によって区分

した。江戸での払い出し先は、すべて銭両替（深川組、浅草組、神田組、本郷

組、芝組、四谷組に分かれる約 600 の銭貨を扱う両替商）146である。これに対

し、他の地域は、幕府の出先機関の所在地がほとんどで、大坂、京都、長崎、

箱館、駿河、四日市を所管する奉行や代官が払い出し先として指定されていた。

ただし、全国に設置されたすべての奉行や代官が対象となっていたわけではな

く147、上洛の経路や海防などの重要拠点とされた地域に限定されている。大名

への払い出しは、1864(元治元)年にのみに生じており、相手先は会津藩（京都守

護職：松平容保）と桑名藩（京都所司代：松平定敬）だけである。藩主が京都

に設置された幕府機関の要職にあったことから、実質的に幕府機関への払い出

しといってもよかろう。この間、払い出しがみられない地域もある。大坂以西

のうち、四国および山陽道は皆無であり、長崎奉行を除き、九州一帯も払い出

しはなされていない。江戸より北の地域については、箱館および新潟の両奉行

                                                  
143日本銀行調査局[1973]257～258 頁。 
144 幕府直轄下での銭貨の鋳造管理等の実態とその背景については、稿を改めて検討の予定。 
145 「永野家文書七 鋳銭書留其一」、「永野家文書八 鋳銭書留其二」、「永野家文書 鋳銭

書留其三」、「永野家文書十 鋳銭書留其四」、「永野家記録 小菅銭座日記写」（日本銀行

金融研究所貨幣博物館所蔵、請求番号：6-1-A1-7,6-1-A1-8, 
6-1-A1-9,6-1-A1-10,6-1-A1-15）。金座人永野助左衛門が記した執務日誌（写）。 

146 銭両替仲間の組名称は、上記永野家文書の記載に依拠した。仲間に属する銭両替の数は

変遷があった模様。三井高維[1995]391 頁掲載の 1856(安政 3)年の史料を参照した。 
147 たとえば、日光東照宮を所管する日光奉行、伊勢神宮一帯を所管する山田奉行、佐渡金

銀山を所管する佐渡奉行、奈良を所管する奈良奉行への払い出しはみられない。 
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向けを除くと、山陰、北陸、東北地域へ直接払い出した事例148はない。鉄一文

銭が払い出された地域は、政治的、軍事的に重要視される幕府領に限定されて

いるといってよい。払い出しを受けられなかった地域の中には、薩摩藩や盛岡

藩、高知藩のように領内で銭貨を密鋳149した先が含まれる。これらの中には、

1860 年代入り後、「銭払底」を理由に鋳銭願を勘定所へ提出していた藩150があ

ったが、1865(慶応元)年まで、原則としてこれらの願いは却下された。1864(元
治元)年の評議記録151をみると、「当時小菅村於て鉄小銭御鋳立相成候得共、未

タ国々行渉り候程ニは至り兼」、「奥羽其外北国筋え江戸表より小銭相廻り融通

宜敷様相成候ニは時月」と記されており、勘定所では、小菅銭座から供給され

た鉄一文銭が各地に行き渡っておらず、特に東北や北陸などに銭不足が生じて

いる状況を認識していたことがわかる。幕府からの銭貨供給数量不足が、諸藩

が幕府の許可なく鋳銭を断行するに至る背景となっていたと考えられる（後述）。 
次に、払い出し数量の各年の変化をみてみよう。【表 11】に記載した 1861(文

久元)年から1867(慶応3)年までの7年間の払い出し額の合計は約50万貫文で、

1859(安政6)年11月から1867(慶応3)年4月までの総鋳造量約116万貫文から、

閉鎖時に銭座内に残っていた約13万貫文152を除いた約100万貫文の半分を占め

る。このうちの 8 割強が、1863(文久 3)年 3 月、1864(元治元)年正月の将軍上洛

に前後する 1862(文久 2)年から 1864(元治元)年までの 3 年間に実施されている。

対照的に、1861(文久元)年以前と、1865(慶応元)年以降の時期の数量は少ない。 
銭座での鋳造と払い出しのタイミングは必ずしも一致するとは限らない。予

め鋳造しておいた銭貨を特定の時期にまとめて払い出すケースも考えられる一

方、切迫した用途のために急遽、鋳造して払い出す可能性もある。この点を確

認するために、払い出し高の鋳造高に対する比率を各年で算出したところ、以

下の変化が観察される。1861(文久元)年の段階では 8.1％と低く、この年に鋳造

                                                  
148 仙台藩については、明和期以来鋳銭座開設の前例があるため、小菅鋳銭座開設と同時に、

石巻に鋳銭座開設が認められ、寛永通宝鉄一文銭を鋳造した。 
149 幕末期に、薩摩藩・高知藩・盛岡藩・水戸藩等で銭貨の密鋳がなされた。この点につい

ては、古銭研究家による調査研究が古くからなされ、これをもとに日本銀行調査局

[1973]308～322 頁に概説がなされている。密鋳の実態を記す史料等を示す研究としては、

薩摩藩の密鋳については徳永[2010]131～226 頁、盛岡藩については森[1994]277～330
頁、水戸藩については水戸市[1990]559～579 頁、その典拠史料の概要を藤井［2006］1
～6 頁などがある。 

150文久期以降、高知藩をはじめとする諸藩が勘定所へ鋳銭願を提出し却下された経緯が、

勘定所の『御勝手帳』（国立公文書館所蔵）に記されるが、これを紹介する古銭研究とし

て、川田[1993・1994]による鋳銭願の翻刻と解説がある。 
151 元治元年正月「松平陸奥守於領内砂鉄鋳銭願」、『御勝手帳 第十四冊』（国立公文書館

所蔵）。 
152 『永野家記録 小菅銭座日記 写』から、年々の鋳造実績等が判明する。なお、先に作

成した【表 2(1)】における鉄一文銭の在高は、この史料の記述をもとに算定した。 
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された約22万貫文の多くは将来の財政支出の準備として保管されたとみられる。

翌 1862(文久 2)年になると、48.8%に急上昇し、この年に開始した京都および大

坂向けの払い出しが比率を押し上げた形になっている。1863(文久 3)年になると、

出来上がった鉄一文銭の 85.2%が払い出されている。翌 1864(元治元)年も、数

値がやや下がったとはいえ、78.2％と依然と高い。これに対し、1865(慶応元)
年、1866(同 2)年は、鋳造量の 9 割近くを江戸の銭両替向けに払い出しているも

のの、鋳造量そのものが激減しており、京都や大坂向けの払い出しも皆無とな

るといった変化がみられる。 
このような変化が生じたのは、将軍の長州征討進軍の時期である。将軍が上

方に移動することに伴う銭貨の需要はあったと目されるが、鉄一文銭の払い出

しを見る限り、先の上洛実施時期と異なる対応をとっている。2.(1)で述べたよ

うに、1866(慶応 2)年 7 月には、「御進発」に伴う武器製造のため、小菅銭座で

備蓄していた鉄を「鉄砲玉薬」部門へ引き渡し、鉄一文銭の鋳造は素材の限界

に直面するに至った。こうした状況下、同年 9 月には、物価高騰による鋳造収

支の赤字拡大を理由に、鉄一文銭の鋳造停止の伺いが勘定所に出された153。【表

11】をみると、慶応 2 年以降、江戸における必要最低限の払い出しに対応し、

鋳造停止に向かう段階に移行していたことが明らかである。 
なお、【表 11】(参考欄)に、諸藩に対する鋳銭許可の時期を記した。1772(明

和 9)年以降、勘定所は、諸藩による鋳銭を原則として認めない方針をとってお

り154、開港後も当初これを踏襲していた。幕末期の勘定所の記録をみると、「通

用銭之儀は金銀ニ差続候国宝」155と位置付け、「一体貨幣之儀は、公辺おゐて御

惣括相成候儀ニ付、御取締も相立、世上通用差支無之候処、一旦右之御製度相

崩れ追々諸方にて吹方致し候様相成候ハヽ、通貨混乱いたし」156として、幕府

による独占的な貨幣供給管理（「御惣括」「御取締」）体制を堅持し、諸藩への鋳

銭許可はこれを脅かすものと捉えていた様子が窺える。この姿勢に変化がみら

れたのが 1865(慶応元)年で、盛岡藩157や会津藩などに鉄四文銭の鋳造を認める

ようになった158が、この許可を伝達した際の記録には、その理由が記されてい

                                                  
153 1866(慶応 2)年に鋳造停止が決定、翌年 4 月末に小菅銭座が鋳造停止となったことは、

日本銀行調査局[1973]236 頁に金座人史料の引用あり。勘定所への伺い書は、慶応二年九

月「鉄一文銭吹立差止伺」、『御勝手帳 第二十五冊』（国立公文書館所蔵）。 
154 高柳・石井[1958]金銀銅銭之部、二八五七番。日本銀行調査局[1974]266 頁。 
155 文久三年三月「南部美濃守領内大小銭取交鋳立願」、『御勝手帳 第十冊』（国立公文書

館所蔵）。 
156 文久三年十月「水戸殿唐銅五拾文・銅百文・鉄四文銭吹立一件」、『御勝手帳 第十二冊』

（国立公文書館所蔵）。 
157 「永野家文書七 鋳銭書留其一」「永野家文書八 鋳銭書留其二」「永野家文書九 鋳銭 

書留其三」には、小菅銭座では盛岡藩産出の鉄を鋳造に用いたことが記される。 
158 慶応元年十二月 「加賀中納言・松平肥後守・南部美濃守銅鉄銭吹立願」、『御勝手帳 第
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ない。ただ、鉄一文銭の払出し数量が激減した時期と、諸藩への鋳銭に対する

緩和姿勢に転じた時期がほぼ同じであることから、勘定所では銭貨を引き渡す

ことの可否と、鋳銭願を許可することの是非を、並行して検討していたとみら

れる。盛岡藩の鋳銭願に対する評議過程159をみると、「銭払底之土地えは廻し方

取計候」との表現で、銭不足が生じている藩に対して幕府が必要な銭貨を供給

すべき筋合いであることを認識している一方、実際には「四文銭は此節渡方差

支有之」「鉄小銭は御有高少ニ付、御払難出来」と記されるように、四文銭を優

先的に供給すべき先への支障が生じることへの懸念と、鉄一文銭の在高不足を

理由に、一文銭、四文銭を盛岡藩に対して払い出せないとの判断に至っている160。

銭貨を全国へ供給しうるだけの数量に限界がある状況に直面した勘定所では、

鉄一文銭を小菅銭座から払出すことに代え、幕府寄りの一部の藩に対して、鉄

四文銭の鋳造を許可する姿勢に転じる政治的な判断を行った可能性がある。 
 

（2）銭貨鋳造、回収、払い出しの時期的な変化 
以下では、各種銭貨の鋳造、回収、払い出しの用途について、金座や勘定所

での意思決定等を記す史料をもとに、年代順に分析する。 
イ.開港直後の銅一文銭回収 

まず、1859(安政 6)年 8 月の開設から 1862(文久 2)年秋頃までは、開港直後に

出された幕府の触書161に基づいて、銭両替が市中から買い集めた銅一文銭を回

収し、それと引替えに鉄一文銭を払い出すことに重点があった。1862(文久 2)
年末の金座関係史料162には、鉄一文銭の「鋳造高は文久 2 年 10 月までで 52 万

8,750 貫文余となっており、銅一文銭の回収高に対し 2 歩 5 厘（25％）に相当

する。（中略）百文銭が世の中の流通では多くなり、小銭（一文銭）はとかく払

底し（中略）江戸はもちろん京都・大坂、諸国とも小銭（一文銭）に支障が生

じている」(筆者が現代語訳)との記述がある。この当時、銅一文銭の回収に一定

の成果はあがっていたものの、払い出された銭貨の多くが百文銭であったため、

一文銭の不足という別途の問題に勘定所や金座関係者が直面していたことがわ

かる。 
銭両替が回収した銅一文銭を初めて金座役所に持ち込み、引替請求を行った

1859(安政 6)年 9 月 16 日163の記事によれば、百文銭のみを払い出して対応して

                                                                                                                                                  
二十一冊』（国立公文書館所蔵）には、許可の理由は明記されていない。 

159 慶応元年五月「南部美濃守鋳銭願」、『御勝手帳 第十九冊』（国立公文書館所蔵）。 
160 一文銭、四文銭に代えて、百文銭を盛岡藩に供給する決定がなされた。 
161 石井・服藤[1993]金銀銅銭並出銅古地銅等之部、四一七六。 
162 日本銀行調査局[1973]259 頁掲載、「金座秘記（仮題）」を筆者が現代訳した。 
163 金座人奥田昌芳「安政六己未年正月 別記書抜 十」、石巻市教育委員会[1984]収録の

翻刻文。1859(安政 6)年に関する当節での記述は、この史料に依拠した。 
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いた164ことがわかる。銅一文銭の回収を始めた当時、小菅銭座はまだ鋳造施設

も完成していなかったためである。鉄一文銭の供給体制が整う前から、百文銭

による引き替えを開始した165経緯をみると、銅一文銭の回収が緊急を要する施

策であったことが示唆される。では、なぜ銅一文銭を急いで回収する必要があ

ったのか。日本の銅は鎖国時代からオランダ東インド会社を通じて南アジアや

ヨーロッパへ輸出され、貨幣の鋳造材料や装飾品などに加工された。19 世紀入

り後、機械部品や電線といった工業製品、大砲などの素材として、イギリス産

の銅への需要が高まる中にあっても、質の高い日本銅は引き合いが強かった166。

開港後に銅や銅製品の輸出だけでなく、銅一文銭の海外流出が生じることを幕

府は予想して、修好通商条約締結の際に、銅銭の輸出禁止条項を盛り込んだが、

効を奏せず密輸出がなされた167。国内の事情をみると、嘉永 6(1853)年のペリー

来航以後、海防のために軍備増強を図ったが、武器（大砲）と軍事費（百文銭）

を確保するための幕府による鋳造事業だけでも銅の需給が逼迫していた。銅鉱

山からの産出に期待できない状況のもと、有効活用できる銅を百文銭の素材と

する方策がとられ、幕府直営の大砲鋳造場から生じる鋳造屑を金座が受け取る

ようになった168ほか、実現しなかったとはいえ、寺院の梵鐘を鋳潰して活用す

ることも勘定所から金座に打診されていた169。開港後に銅一文銭等が海外流出

すれば、鋳銭素材の確保がより困難になることは確実であった。 
では、銅一文銭の回収が盛んであったのはいつ頃までであったか。金座人の

記録の中で、鉄一文銭の売出しに関連した記事が初めて確認できるのは 1861(文
久元)年 12 月 1 日で170、銭両替仲間に対して 5 回に分けて合計 1 万 5,000 貫文

を払い出している171。金座は対価として銅一文銭ではなく金貨を受け取ってい

                                                  
164 「安政六己未年正月 別記書抜 十」によれば、1859(安政 6)年 9 月 17 日に銅一文銭と

引き替えに百文銭が払い出され始め、11 月 3 日には回収した銅一文銭 750 万文を幕府の

浅草御蔵に搬入している。この間、引き替えに用いる鉄一文銭の鋳造はようやく 10 月 28
日に開始された状況にあった。 

165 「安政六己未年正月 別記書抜十」の記述等によれば、鉄一文銭は、引替を担った銭両

替商への手数料払に用いられたと考えられる。 
166島田[2008]145～152 頁、大阪歴史博物館[2003]91 頁、石油天然ガス金属鉱物資源機構

[2006]9～12 頁。 
167 石井孝[1987]10～13 頁。日本銀行調査局[1973]257 頁。 
168 大砲鋳屑が、銅百文銭の鋳造に用いられた実績については、「百文銭および文久銭に付

書上」（日本銀行貨幣博物館所蔵、請求番号：3-1-A1-24-1）参照。 
169 「安政五戌午年正月 別記書抜 九」、石巻市教育委員会[1984]収録の翻刻文による。

以下、1858(安政 5)年の金座人の記録に言及する場合はこの史料に依拠。 
170 「金座永野家文書七 鋳銭書留其一」。 
171 金座が最初に開設した亀戸銭座（1765<明和 2>年開設）の頃から、銭両替仲間に対して

金座から鉄一文銭を売り出し、銭座から直接払い出す実務が行われていた。「永野家文書

十一 鋳銭座御用書留 第一 明和 永野貞信記録」（日本銀行金融研究所貨幣博物館所

蔵、請求番号：6-1-A11）参照。 
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る。文久元年末頃には、銅一文銭の回収だけでなく、市中での鉄一文銭の不足

を睨みながら、銭両替への銭売り出しを実施するようになっていた。以後、

1865(慶応元)年まで、盆暮の時期に銭両替仲間に対する銭売り出しが実施されて

おり172、つけ払いの決済が集中する時期に、市中へ鉄一文銭を払い出したこと

がわかる。なお、将軍上洛が実施された 2 年間は、盆暮以外の時期にも銭両替

向けの払い出しが盛んになされている。市中において、端数の支払いを伴う取

引や銭両替が活発となる等、鉄一文銭への需要が高まっていたことが窺える。 
ちなみに、銅一文銭の回収は、上方でも実施されていたが、大坂に向けて、「銅

小銭引替元」として鉄一文銭が送られたのは、1862(文久 2)年 5 月 8 日と同年

12 月 13 日の 2 回173で、江戸における供給開始のタイミングより 2 年半から 3
年遅れている。もっとも、幕府が意図的に大坂への供給を遅らせていたわけで

はなく、1860(万延元)年 10 月に金座の監督の下で佐渡に銭座を開設し、そこか

らの供給を予定していた模様である174。この銭座は、1862(文久 2)年に漸く鋳造

を開始したが、運営が軌道に乗らないまま数年で頓挫した175。佐渡における鋳

銭が不調に終わった時期と、小菅銭座から大坂に向けて鉄一文銭の供給を開始

した時期がほぼ合致している。 
 

ロ.将軍上洛前後の鉄一文銭不足への対応 
鉄一文銭の払い出しの重点が次の局面に移行したのは 1862(文久 2)年末頃か

らである。銭不足が顕現化した京都、大坂に向け、重点的に鉄一文銭を供給す

る方針転換がなされた。勘定所での意思決定の契機は、1862(文久 2)年 11 月に、

京都所司代から 2 万両相当の銭貨（百文銭、鉄一文銭、鉄四文銭）を大坂経由

で京都に送ってほしいとの要請が出されたことであった176。上記の金座関係史

料で言及されるように、銅一文銭の回収に伴う「小銭」不足に加え、京都守護

職の新設（同年閏 8 月）や将軍上洛実施の決定（同年 9 月）に伴い、京都に滞

在する幕府関係者等による銭貨支払の機会が増加したことが背景と考えられる。

京都所司代の要請から間もなく、同年末に初回の銭貨輸送が実施されたが、上

                                                  
172「金座永野家文書七 鋳銭書留其一」、「金座永野家文書八 鋳銭書留其二」、「金座永野

家文書九 鋳銭書留其三」。 
173 「永野家文書八 鋳銭書留其二」、元治元年十月に金座人から勘定所にあてた大坂、京

都向けの払い出し実績を報告した記事。 
174 「松平陸奥守於領内砂鉄鋳銭願」、『御勝手帳 第十四冊』（国立公文書館所蔵）の勘定

所評議の中では、小菅銭座からの供給のみでは全国に鉄一文銭がいきわたらないため、

佐渡銭座を開設した経緯に言及している。 
175 日本銀行調査局[1973]258 頁。佐渡銭座における鋳造実態（素材の調達や鋳造量、収支

等）については、現段階では定かなことはわかっていない。 
176 文久二年十一月「銭払底ニ付銅鉄銭ノ内弐万両差登之儀書付」、『御勝手帳 第八冊』（国

立公文書館所蔵）。 
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洛の際に上方や街道筋での用途に備えて鋳造していた鉄一文銭等を繰りまわし

て急遽対応した177。 
臨時の京都向けの払い出しによって、上洛実施までの鋳造は極めて繁忙化し

たが、東海道全宿場に対して、予定通り、1863(文久 3)年 1 月下旬に、「鉄小銭

百三拾弐貫文之外、銀座鋳立鉄四文銭百九拾八貫文添、合三百三拾貫文ツツ」178

を配布した179ことが金座人史料から判明する。【表 11】の 1863(文久 3)年の払い

出しのうち、駿河、伊勢向けの払い出しとして記載した数量は、この一部であ

る。東海道宿場への配布は地域を 3 つに分けた模様で、江戸（品川）から箱根

までを陸路で運ぶ 1 区間とし、箱根峠を越えた地域については、駿河（清水湊）、

伊勢（四日市）を江戸から海路で運ぶ中継地とした。配布された銭貨の用途を

特定することは難しいが、2.(4)で示したような本陣向けの資金給付のほか、増

加した荷物の運搬のために宿場が臨時動員した馬や人足の賃銭払いに充当され

たと目される。賃銭の支払いには 100 文未満の端数を伴うことが多く、舞坂宿

の史料をみると、人馬を動員した現場では賃銭を払わず、「人足壱人」「本馬壱

疋」等の文言を刷り込んだ宿場札180を渡し、後日、これと引き替えに宿場役所

から銭貨（「正銭」と記される）を払い出した事例が確認される181。ちなみに、

宿場へ配布された鉄一文銭の見返りに、宿場から金座へ金貨等が払いこまれた

記述はみられない。将軍一行の円滑な通行を確保するため、東海道の宿場に銭

貨による助成を行ったものと考えられる。 
なお、中山道を用いて江戸と京都の間を移動する人員も多かったが、【表 11】

からわかるように、東海道以外の宿場への配布はなされていない182。また、

1864(元治元)年の上洛の際は、将軍が軍艦で移動したこともあってか、東海道宿

                                                  
177 安国[2004]14～15 頁。典拠史料は、前掲「金座秘記（仮題）」と目される。 
178 「永野家文書七 鋳銭書留其一」、文久三年一月二十八日の記事。 
179 3 代将軍家光が上洛した際に、寛永通宝を東海道宿場に供給したことは、鈴木[1999]206

～209 頁において、宿場史料をもとに考察がなされている。幕末期の将軍家茂上洛時の銭

貨の配布ルート等については、家光の時代の前例も参考にされた可能性がある。 
180 日本銀行調査局[1975]140～141 頁では「宿場札」と分類して解説されているが、その

使用実態等の解明は今後の課題である。同書図版 51～52 頁には、幕末期の東海道宿場発

行と目されるものとして、岡崎宿発行銭 16 文人馬賃預切手・平塚宿発行本馬一疋駄賃切

手が掲載されている。 
181 たとえば、舞阪町史研究会[1970]542 頁に掲載されている舞坂宿史料の翻刻文（慶応元

年）には、「出人馬之分え切手相渡置右を引替ニ正銭相渡候積（中略）仙花紙壱枚を拾枚

ニ切ニいたし、人足壱人又ハ本馬壱疋或ハ軽尻壱疋何宿と板木いたし摺立月日認入、銘々

役所判押添相渡」とある。宿場札の作成方法や銭貨での賃銭支払方法がわかる事例であ

る。 
182 中山道の宿場（垂井や墨俣宿など）において文建ての宿場札が発行された（日本銀行調

査局[1975]54～56 頁掲載、図版 429 番～443 番）。倉沢[1986]19 頁では、中山道長久保

宿における宿場札発行の背景として、1865(慶応元)年の時点で銭不足があったことを示す

史料を紹介している。 
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場への追加配布はなされていない。公用で人員が派遣された事例として、蝦夷

地の海防もあったが、蝦夷へ向かう人が多く通行した奥州街道等への配布は皆

無である183。このような事実をみても、勘定所では、将軍が通行、滞在する場

所へ重点的に銭貨を供給する方針をとっていたことが明らかである。 
 

ハ.倒幕直前に払い出された銭貨 
次の転換点は、1865(慶応元)年である。鉄一文銭の鋳造量が激減し、大坂、京

都向けの払い出しが皆無となった時期である。この前年の金座人史料をみると、

鋳造の燃料となる炭の値段が高騰したため、勘定所から金座へ支給される経費

では賄いきれないとの主張がなされており、金座と勘定所の間では、鋳造収支

の見積もりを何種類か試算して対応を検討していたことがわかる184。鉄一文銭

１個の鋳造に必要な人件費や鉄代だけでも 2.1 文程度かかるとの試算も見られ

る。1864(元治元)年には、物価高騰による鉄一文銭の収支赤字拡大を勘定所や金

座では受容しえない状況になり、慶応元年の鋳造量減少に至った経緯が窺える。

ちなみに、前掲【表 4】と合わせてみると、鉄一文銭に代えて、銅四文銭が 1867(慶
応 3)年まで大坂に向けて運ばれており185、追加供給の対象が、「一文銭」から「四

文銭」にシフトしたことがわかる。将軍の進軍により増加する銭貨需要に対応

するには、物価高騰の折柄、四文銭の供給にシフトするほかなかったのであろ

う。この当時、将軍が大坂城に拠点を置いていたため、幕府関係者が周辺の町々

に滞在していたが、前掲【表 9】に示したとおり、公定の宿泊料は、1863(文久

3)年から 1865(慶応元)年 9 月までは 1 人 1 日あたり 248 文であったものが、

1866(慶応 2)年末には 700 文186と 3 倍近くに引き上げられている。輸送された

小額銭貨が「一文銭」から「四文銭」にシフトしたことと時期的にほぼ見合っ

ていることが注目される。引き上げられた公定料金の支払いに、四文銭を用い

るケースが増えたと考えられる。 
また、この時期の特徴の一つは、金座が大坂難波に銭座を開設し、百文銭を

大坂から払い出すようになったことがある。1865(慶応元)年 8 月の銭座開設に

関する老中決定の文言には、「上方筋銭貨融通之為」187と言及されており、大坂
                                                  
183 文久三年三月「南部美濃守領内大小銭取交鋳立願」、『御勝手帳第十冊』（国立公文書館

所蔵）では、蝦夷地警衛のために街道を通行する者の両替に支障が生じる等、盛岡藩内

での銭不足を訴え、寛永通宝鉄一文銭等の鋳造を勘定所に願い出ている。銭貨鋳造は金

座運営の銭座によって実施するものとして鋳銭願を却下しているが、【表 10】を見る限り、

盛岡藩へ鉄一文銭が払い出された形跡もみられない。 
184「永野家文書八 鋳銭書留其二」、元治元年「八月中 正入用勘定」の記事。 
185 賀川[2002]174～175 頁。 
186 石井・服藤[1992]上洛并上使之部、四○二番 慶応元年九月十三日付触書および四一六

番 慶応二年十二月二日付触書。 
187 木村[1978]35 頁掲載、慶応元年八月十二日付の「御進発掛御勘定奉行」あての申し渡し
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以西の地域への銭貨供給拠点とすることが期待されていた。銭座開設が決定し

た直後、江戸から金座役所の役人 3 名、金座人 4 名、鋳造実務の棟梁１名、棟

梁クラスを含む職人100人以上が派遣されたほか、鋳造用具も輸送されるなど、

銭座の運営資源が江戸から大坂に分配されている188。 
上方における当時の百文銭の用途の一例をあげると、会津藩への手当金の一

部を百文銭で渡したことが挙げられる。1865(慶応元)年閏 5 月に勘定所が会津

藩に対する月々1 万両の手当金支給を認めた189際、江戸で金貨（二分金）5,000
両、京都で百文銭により 5,000 両を年末まで月々渡すこととした190。翌年 2 月

には貸付金 1 万 5,360 両余を実行することも決定したが、半分は百文銭で対応

することとされた。同様の対応は京都所司代を務めた桑名藩に対しても行われ

ており、大坂銭座の鋳造が本格化した 1865(慶応元)年 11 月以降は、大坂銭座で

の鋳造分が払い出されることが多かったとみられる。このような使われ方から

も、大坂銭座は上方での百文銭需要の増加に対応するために開設されたものと

考えられる。 
ちなみに、大坂銭座の運営資金は百文銭によって支出された。開設が決定し

た翌月、金座役所から１万両相当の百文銭が江戸の三井組に預けられ、経費払

いの都度、大坂で払い出す措置がとられた191。また、「大坂表召抱職人賃銀之義、

当年打ち壱人四百文ツツ之積り」と記されており、銭座職人の労賃は百文銭で

支払いがなされた模様である。 
最後に、国際的な支払いという観点で、銅一文銭が海外への賠償金支払いに

用いられたことに触れておこう。1865(慶応元)年 10 月下旬から 11 月下旬にか

け、銭座での鋳造を中断し、回収された銅一文銭の中から良質の「耳白銭」（享

保期に鋳造された銅一文銭）および大形銭の選別作業を実施した。その目的が、

下関での四カ国艦隊の砲撃に関する賠償金支払準備であったことが金座人史料

に記されている。海外への賠償金支払いには洋銀が用いられた192ことが知られ

るが、銅一文銭が賠償金支払いに用いられたことは、ほとんど知られていない193。

                                                                                                                                                  
文の翻刻による。 

188 「慶応元乙丑八月 大坂表 百文銭吹方一件書留之内書抜」、石巻市教育委員会編[1985]
掲載の翻刻文。 

189 慶応元年閏五月「松平肥後守御手当金至急取替渡方願」、『御勝手帳第十九冊』（国立公

文書館所蔵） 
190 慶応二年二月「肥後守拝借金願」、『御勝手帳第十九冊』（国立公文書館所蔵） 
191 「慶応乙丑秋八月至十二月 浪華鋳銭御用出役 日記壱」（石巻教育委員会[1985]収録

翻刻文）。 
192 たとえば、1862(文久 2)年に薩摩藩が起こした生麦事件に関する英国あての賠償金を洋

銀 40 万ドルに換算して支払われた。山本[1994]6 頁。 
193 木村[1978]33 頁に関連記述があり、古銭研究家の間では知られていた模様ながら、典拠

史料は不詳。 
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高額の支払いのために枚数の嵩む銅一文銭が用いられたことは、諸外国におい

て銅一文銭の素材価値が重視されていることの表れである。ちなみに、この年

の閏 5 月に、勘定所は鉄一文銭を基準銭とし、銅四文銭および銅一文銭等をプ

レミアム（「増歩」）を付けて通用させる率を布告194した。このうち、耳白銭に

ついては１枚で 6 文通用とされたが、同時に、鉄一文銭 6 枚との引き替えを実

施することも周知された。この布告の意図について、従来の研究では必ずしも

明確にされてこなかったが、市中に退蔵されている耳白銭を 6 倍の増歩引替の

好条件で回収し、その中から賠償金支払いに充当可能なものを選別した経緯が

見てとれる。こうして回収、選別された「耳白銭」50 万貫文（１枚＜１文＞約

3 グラムとして、約 1,500 トン）は、横浜に運ばれ、11 月末に勘定奉行小栗忠

順の指揮のもとで外国へ引き渡された195。なお、1873(明治 6)年に旧金座人佐藤

忠三郎が作成した「旧貨幣表」196によれば、市中から回収された銅一文銭のう

ち、海外に支払われた数量は 600 万貫文で、「洋銀に代て外國へ渡す」と記され

る。当時、「耳白銭」１枚は 10 文にカウントされたため、横浜で外国に引渡さ

れた 50 万貫文の「旧貨幣表」の作成時における評価額は 500 万貫文に相当し、

海外向けの支払いの 8 割以上が下関砲撃における賠償金支払で、洋銀と同等の

支払手段として諸外国に受容されていたことが判明する。 
前述のとおり、【表 2(1)】【表 2(2)】では、開港後、銅一文銭の在高が大きく

減少し、市中からほとんど姿を消す状況にあったことが確認された。本節での

分析により、その減少の時期は、開港後の約 3 年間と、1865(慶応元)年の賠償

金支払時期の 2 期に分かれていたことが明らかとされる。他の銭貨の増加が国

内での需要に対応したものであったことと異なり、銅一文銭の場合、海外から

の銅素材への引合いを背景とした対外要因が大きいことが特徴である。 
 

おわりに 
開港後のインフレの要因については、1860(万延元)年の金貨改鋳と二分金の増

発の影響が先行研究では指摘されてきたが、倒幕までの 10 年間の各年における

貨幣在高や貨幣の種類ごとの増減の推移や実際の用途をみることで、その手掛

かりをつかむことができないかとの問題意識で本稿での考察を進めた。このよ

うな考察を手掛けた契機は、従来の研究では推計等の作業に際して必ずしも参

照されてこなかった金座人関係史料が日本銀行貨幣博物館によって公開された

ため、これをできるかぎり活用することで、先行研究で推計対象とされてきた

金貨（含、計数銀貨）や秤量銀貨だけでなく、銭貨も合わせた形で新たに貨幣

                                                  
194 石井・服藤[1993]金銀銅銭并出銅古地銅等之部、四二○七番。 
195「永野家文書九 鋳銭書留其三」慶応元年十一月廿二日の記事。 
196 三井高維[1995]掲載の「旧貨幣表」789 頁、793 頁。 
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在高を推計し直すとともに、金座が運営した銭座からの供給実態や用途につい

て分析を加えることが可能と考えたためである。 
幕末期の貨幣供給の実態を知るには史料の制約があることは否定できないが、

現段階で新たに活用し得る史料をもとに分析した内容から判明した事柄を整理

すると以下のとおりである。 
(1)1858(安政 5)年から 1867(慶応 3)年を対象に、年々の幕府貨幣の数量に関す

る基礎データを新たに構築した。その際には、金貨・銭貨の鋳造や払出しを行

っていた金座の供給実績に着目し、従来必ずしも参照されてこなかった金座人

の執務日誌等（日本銀行貨幣博物館所蔵など）をもとに、各種金貨・銀貨・銭

貨が各年にどれぐらい鋳造されたかを推定した。 
「匁建て」で推計した貨幣在高と大坂の一般物価指数を対比したところ、次

の 3 期に分かれ、①1860(万延元)年から 1861(文久元)年：万延改鋳の時期で、

貨幣の在高の伸びよりも物価の伸びの方が小さいこと、②1862(文久 2)年から

1865(慶応元)年：将軍上洛や長州藩等の雄藩との国内戦争のために二分金が増発

された時期で、貨幣在高も増加したが、物価の伸びの方が大きいこと、③1866(慶
応 2)年から 1867(慶応 3)年：大政奉還直前の時期で、物価の伸びが貨幣在高の

伸びを大きく超えていること、が観察された。貨幣在高の推移に影響したのは、

二分金であった。金貨の在高の内訳をみると、小判が一部回収されて二分金に

鋳直されたことが確認される。金貨全体の在高の推計によれば、新保[1978]が重

視した万延改鋳時の増歩調整の影響は倒幕まで持続したことは観察されず、大

倉[1987]が指摘したように、内戦時の二分金等の増加が別途生じていたことが確

認された。大政奉還直前の時期に、匁建ての貨幣在高が急増したのは、新保[1978]
が上方における物価高騰要因として重視した銀安進行が影響したためである。

ただ、なぜ大坂で銀安が進行したかは、本稿で分析した幕府貨幣の数量からは

わからなかった。この点の理解を深めるには、上方における信用通貨等の実態

把握が課題である。 
ちなみに、両建ての貨幣在高の推計値と江戸における物価（米価）を対比す

ると、匁建てでの分析と同じく 3 つの時期に区分されることが確認された。「匁

建て」「両建て」の貨幣在高と物価の推移の関係について、違いが観察されたの

は、倒幕直前の 2 年間である。両建ての貨幣在高はほとんど増加していないに

も関わらず、物価は急騰していたことが観察された。岩橋[2002]が主張するよう

に、貨幣要因よりも政治的・社会的な混乱が物価に影響した可能性が示唆され

る。 
 (2) 銭貨在高の各年の推移をみると、金貨とまったく異なる変化を示してい

る。また、銭貨の額面や素材によって増減率は異なっていた。1858(安政 5)年と

1867(慶応 3)年の 2 時点で増加が目立ったのは四文銭と百文銭で、幕府は銭貨の
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額面ごとにきめ細かく供給方針を検討していたと考えられる。銭貨が貨幣在高

全体に占めるウェイトは、当該期間中、6％前後であったため、銭貨の伸びがイ

ンフレの主因となったとは言い難い。むしろ、インフレの進行に伴って百文銭

や四文銭への需要が高まり、幕府がこれに対処した側面があったとみられる。

なお、倒幕直前まで増勢が衰えなかったのは百文銭で、上方での需要増加に対

応するため、1865(慶応元)年に至って、大坂に百文銭を鋳造する銭座が開設され

たものと考えられる。 
大坂で鋳造された百文銭の用途をみると、会津・桑名両藩などへの手当

金支給に際して二分金と百文銭が併用される決定が勘定所でなされていたほか、

大坂の銭座における運営資金には金貨でなく百文銭が充当された事例が確認さ

れた。政治的、軍事的な緊急時の事例であるため、平時とは事情が異なる可能

性はあるが、銭貨を庶民の日常取引における小額の支払いに用いるものとして

捉えてきた古典的な貨幣史研究での理解と異なり、岩橋[1980]が指摘するように、

比較的高額の支払いにも用いられていたことが注目される。 
(3) 各種貨幣の在高が増加する中で、例外的な推移を示したのが銅一文銭で、

上記 2 時点間で 6 割以上減少した。他の銭貨が、国内での需要に応じて増鋳が

図られたのとは異なり、銅一文銭は、海外での銅素材への需要を背景に、国内

での在高が減少したことが特徴である。減少の時期は、①開港直後に生じた銅

一文銭の海外流出を契機に、鉄一文銭や百文銭との引替えに市中から回収し、

これを将軍上洛時に発行された銅四文銭等の素材とした時期、②1865(慶応元)
年に改めて回収を促進し、これを下関での四か国艦隊砲撃の賠償金支払いに充

当した時期、の 2 つに分かれることが判明した。 
(4）金座から払出された貨幣が、どこで、どのように用いられたかを、金座関

係資料、東海道宿場史料、勘定所記録等から分析した。この結果、①1862（文

久 2）年以降、二分金や計数銀貨、百文銭等が、上方や東海道筋に重点的に投入

され、将軍上洛や進軍関連の財政支払いに用いられたこと、②幕府は御金蔵か

ら秤量銀貨を拠出する用途を限定し、匁建ての財政支払いは、金貨単位の貨幣

に換算したうえ、二分金をはじめとする金貨単位の小額貨幣（二分金、一分銀、

二朱金、一朱金等）で対応し、金貨の最小単位（1 朱）未満の支払いは豆板銀の

ような小額の秤量銀貨や文建ての銭貨によったこと、が判明した。また、宿泊

代等の支払いでは端数決済が生じるため、一文銭、四文銭が不可欠であったが、

1865（慶応元）年頃の物価上昇に伴い、四文銭を支払いに用いるケースが増え

たと考えらえる。この点については、より詳細な実証分析が必要であるが、本

稿でとりあげた東海道宿場（二川宿）の事例では、文建てで表示された米価が、

当該期に急騰していたことが確認された。 
(5）鉄一文銭を事例に、銭座からの銭貨の払出数量を分析した結果、1862（文
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久 2）年頃から、京都、大坂や東海道筋等に重点的に払出しが実施されるように

なったものの、全国に供給が行きわたっていたわけではなかったことが判明し

た。勘定所では、銭貨の供給に地域的な偏りや数量不足があることを認識して

いたが、鋳造素材の制約等から十分な数量を充足できず、供給がなされなかっ

た地域の藩が、銭貨を密鋳する背景となっていた。幕府は、銭貨の供給数量の

増加を図ったものの、上洛や内戦、物価上昇等に伴い増加した銭貨への需要を

充足することができず、諸藩による密鋳を惹起するなど、幕府による独占的な

貨幣供給権を揺るがす一因となっていたと考えられる。 
最後に、本稿の分析ではなお解明することができなかった点に触れておく。

当時の人々や諸藩の財政関係者がどのような貨幣単位で物価を認識し、「両建て」

「匁建て」「文建て」の貨幣を使い分けていたかについては、未解明のことも少

なくない。明治維新期を含め、幕府供給貨幣の終焉期の実態把握の積み重ねが

今後の課題である。 
「匁建て」の通貨の中には、幕府貨幣だけでなく、銀目信用があるが、本稿

では前者に対象を絞って分析を行った。1866(慶応 2)年から 1867(慶応 3)年にか

けての匁建てでの貨幣在高の変化は、銀安進行に伴うものである。銀安の背景

については、幕府貨幣の不足による銀目信用の拡大が影響した（新保［1978］）
と解されているが、この点については、全体の数量やその用途を含め、今回の

分析対象としなかった。各地での幕府貨幣の流通状況、信用手段の数量や用途

などの実態把握をさらに進めることが課題と考えられる。 
なお、今回、貨幣在高を推計する過程では、当時の貨幣の鋳造量に影響した

と目される金属素材の確保の方法や鋳造収支等に関する金座と勘定所との間で

の調整などの実態把握を進めた事柄は少なくなかったが、本稿での考察の範囲

を越えるため詳しく触れることができなかった。幕府による貨幣供給管理の一

端として、稿を改め、分析することとしたい。  
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【表1】 開港(1859年)から倒幕（1868年）までの時期に通用していた幕府貨幣

名称 額面
鋳造期間
（西暦年）

通用期間
(西暦年）

規定品位
( ％)

規定重量
(g)

天保二朱金 2朱(=1/8両） 1832～1858 1832～1866 金　 29.33 1.64
天保小判 １両 1837～1858 1837～1866 金　 56.77 11.25
天保一分金 １分（=1/4両） 1837～1858 1837～1866 金　 56.77 2.81
天保丁銀・豆板銀 　　－ 1837～1858 1837～1868 銀　　26.00 　　－
天保一分銀 １分（=1/4両） 1837～1854 1837～1874 上銀 8.66
嘉永一朱銀 １朱(=1/16両） 1853～1865 1854～1874 上銀 1.88
安政二分金 2分(=1/2両） 1856～1860 1856～1867 金　 19.56 5.63
安政二朱銀 2朱(=1/8両） 1859 1859～1874 銀　 85.00 13.65
安政小判 １両 1859 1859～1866 金　　56.77 9.00
安政一分金 １分（=1/4両） 1859～1868 1859～1874 金　　56.77 2.25
安政一分銀 １分（=1/4両） 1859～1868 1859～1874 銀　 87.27 8.66
安政丁銀・豆板銀 　　－ 1859～1865 1859～1868 銀　  13.00 　　－
万延小判 １両 1860～1867 1860～1874 金　　56.77 3.30
万延一分金 １分（=1/4両） 1860～1864 1860～1874 金　　56.77 0.83
万延二分金 2分(=1/2両） 1860～1869 1860～1874 金　　22.00 3.00
万延二朱金 2朱(=1/8両） 1860～1863 1860～1874 金　　22.00 0.75
寛永通宝（銅一文銭） １文 1636～1765 1636～1953 　　－ 　　－
寛永通宝(真鍮四文銭） 4文 1768～1788、1825～？1768～1953 　　－ 　　－
寛永通宝（鉄一文銭） １文 1736頃～1867 1859～1891 　　－ 　　－
寛永通宝（鉄四文銭） 4文 1860～1867? 1860～1891 　　－ 　　－
文久永宝（銅四文銭） 4文 1862～1864? 1862～1953 　　－ 　　－
天保通宝（銅百文銭） 100文 1835～1870 1835～1891 　　－ 　　－

注１）大判（天保大判、万延大判）は、主に贈答などに用いられた金貨であるため、表からは除外した。
注２）規定重量は「匁」で定められていたが、ここでは１匁＝3.75gで計算した。
注３）銭貨のうち、寛永通宝（真鍮四文銭）の鋳造時期に諸説あるが、ここでは小葉田[1958]を参照した。
注４）銭貨の通用期間については、法令（「貨幣法」（1891年）、「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関
する法律」（1953年））に依拠した。

資料）日本銀行調査局[1973]掲載の表「天保期以降鋳造金銀貨幣一覧（１）」「天保期以降鋳造金銀貨幣一
覧（２）」、日本銀行調査局[1976]掲載「日本貨幣年表」より作成。



【表2】 幕末期　幕府貨幣（金銀銭貨）在高推計値 

西暦
（年）

和暦
（年）

金属貨幣計
（単位：1000
匁）

金貨(単位：
1000匁）

前年
増加
率％

うち　二分
金（安政・
万延）
(単位：
1000匁）

前年
増加
率％

小判・一分
金（天保・
安政・万
延）(単位：
1000匁）

前年
増加
率％

二朱金（天
保・万延）
（単位
1000匁）

その他
（慶長～
文政まで
の金貨
等）（単位
1000匁）

金貨の額
面を有す
る計数銀
貨　計
（単位
1000匁

うち天保・
安政一分
銀　（単
位：1000
匁）

嘉永一朱
銀　（単
位：1000
匁）

安政二
朱銀
（単
位:1000
匁）

秤量銀
貨
（単位：
1000匁）

銭貨計
（単位：
1000匁）

前年
増減
率　％

うち天保
通宝銅百
文銭
（単位：
1000匁）

前年
増加
率　％

寛永通
宝銅一
文銭
（単位：
1000
匁）

寛永通
宝鉄一
文銭

（単位：
1000匁）

四文銭（寛
永通宝真
鍮・鉄四文
銭,文久永
宝銅四文
銭）（単位：
1000匁）

新保
大坂
物価
指数
変化
率(匁
ベー
ス）　％

新保大
坂物価
指数変
化率
(両建て
ベー
ス）　％

1858 安政５ 4,165,344 2,181,956 - 146,333 - 589,869 - 935,872 509,882 1,491,553 799,774 722,971     n.a 234,091 257,744 - 168,466 - 23,628 59,229 6,423 85.2 13.5 10.9

1859 安政６     n.a 2,321,679 6.4 227,754 55.6 614,734 4.2 957,517 521,674     n.a     n.a     n.a 6,565 234,091 288,146 11.8 196,802 16.8 24,174 60,599 6,571 87.3 3.5 1.7

1860 万延１     n.a 6,431,410 2.8倍 1,139,595 5.0倍 2,022,104 3.3倍 2,762,875 506,836     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 313,597 8.8 220,806 12.2 23,914 61,685 7,122 22.6 20.9 21.6

1861 文久１     n.a 6,534,684 1.6 1,416,310 24.3 1,826,337 ▲9.7 2,793,474 498,563     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 337,003 7.5 241,054 9.1 23,523 63,153 9,273 61.0 16.6 18.1

1862 文久２     n.a 7,721,990 18.2 2,165,428 52.9 1,837,248 0.6 3,168,702 550,612     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 388,195 15.2 294,674 22.2 8,528 72,248 12,745 46.4 ▲ 6.8 ▲ 12.6

1863 文久３     n.a 8,682,760 12.4 3,310,142 52.9 1,708,345 ▲7.0 3,084,569 579,704     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 444,944 14.6 310,243 5.3 8,979 78,941 46,781 60.9 12.9 4.7

1864 元治１     n.a 9,633,092 10.9 4,191,389 26.6 1,647,899 ▲3.5 3,149,367 644,437     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 534,089 20.0 368,060 18.6 9,981 89,844 66,203 88.5 26.3 15.6

1865 慶応１     n.a 10,039,178 4.2 4,863,035 16.0 1,472,141 ▲10.7 3,024,751 679,251     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 686,307 28.5 441,827 20.0 5,072 95,852 142,926 36.8 56.2 44.7

1866 慶応２     n.a 12,858,242 28.0 7,010,750 44.2 1,529,267 3.9 3,457,872 860,353     n.a     n.a     n.a 836     n.a 967,549 41.0 657,740 48.9 7,223 121,554 181,033 50.9 110.3 77.7

1867 慶応３ 25,472,829 16,106,944 25.2 8,855,710 26.3 1,897,860 24.1 4,291,307 1,062,067 7,767,790 6,100,677 1,541,490 1,037 210,694 1,387,401 43.4 1,002,884 52.5 8,964 150,887 224,666 75.7 7.8 ▲ 10.0

西暦
（年）

和暦
（年）

金属貨幣計
（単位：両）

金貨（単位：
両）

前年
増加
率％

うち　二分
金（安政・
万延）(単
位：両）

前年
増加
率％

小判・一分
金（天保・
安政・万
延）(単位：
両）

前年
増加
率％

二朱金（天
保・万延）
（単位
両）

その他
（慶長～
文政まで
の金貨
等）（単
位：両）

金貨の額
面を有す
る計数銀
貨　計（単
位:両）

うち天保・
安政一分
銀（単位：
両）

嘉永一朱
銀（単位：
両）

安政二
朱銀
（単位
両）

秤量銀
貨
（単位：
両）

銭貨計
（単位：
両）

前年
増減
率　％

うち天保
通宝銅百
文銭（単
位：両）

前年
増加
率　％

寛永通
宝銅一
文銭
（単位：
両）

寛永通
宝鉄一
文銭
（単位：
両）

四文銭
（寛永通
宝真鍮・
鉄四文
銭、文久
永宝銅四
文銭）（単
位：両）

山崎
[1983]
江戸
米価
(指数)

新保大
坂物価
指数変
化率
(両建て
ベー
ス）　％

1858 安政５ 57,342,308 30,037,948 - 2,014,500 - 8,120,450 - 12,883,700 7,019,298 20,533,500 11,010,100 9,952,800     n.a 3,222,618 3,548,242 - 2,319,184 ー 325,269 815,373 88,416 85.2 100 10.9

1859 安政６     n.a 31,238,948 4.0 3,064,500 52.1 8,271,450 1.9 12,883,700 7,019,298     n.a     n.a     n.a 88,330 3,149,771 3,877,098 9.3 2,648,040 14.2 325,269 815,373 88,416 87.3 100 1.7

1860 万延１     n.a 87,478,377 2.8倍 15,500,478 5.1倍 27,504,135 3.3倍 37,579,911 6,893,853     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 4,265,465 10.0 3,004,300 13.5 325,269 839,019 96,877 22.6 79 21.6

1861 文久１     n.a 90,357,919 3.3 19,583,930 26.3 25,253,559 ▲8.2 38,626,577 6,893,853     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 4,659,893 9.2 3,333,155 10.9 325,269 873,242 128,227 61.0 119 18.1

1862 文久２     n.a 96,681,994 7.0 27,111,913 38.4 23,002,984 ▲8.9 39,673,244 6,893,853     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 4,860,335 4.3 3,689,415 10.7 106,776 904,567 159,577 46.4 117 ▲ 12.6

1863 文久３     n.a 103,255,562 6.8 39,364,279 45.2 20,315,672 ▲11.7 36,681,758 6,893,853     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 5,291,280 8.9 3,689,415 0.0 106,776 938,765 556,324 60.9 125 4.7

1864 元治１     n.a 103,049,762 ▲0.2 44,837,279 13.9 17,628,359 ▲13.2 33,690,271 6,893,853     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 5,713,399 8.0 3,937,314 6.7 106,776 961,107 708,202 88.5 140 15.6

1865 慶応１     n.a 101,889,564 ▲0.1 49,355,879 10.1 14,941,047 ▲15.2 30,698,785 6,893,853     n.a     n.a     n.a     n.a     n.a 6,965,460 21.9 4,484,186 13.9 57,874 972,818 1,450,581 36.8 287 44.7

1866 慶応２     n.a 103,030,782 1.1 56,175,879 13.8 12,253,745 ▲18.0 27,707,305 6,893,853     n.a     n.a     n.a 6,700     n.a 7,752,794 11.3 5,270,351 17.5 57,874 973,988 1,450,581 50.9 401 77.7

1867 慶応３ 164,504,660 104,032,782 1.0 57,177,879 1.8 12,253,745 0.0 27,707,305 6,893,853 50,153,600 39,389,700 9,952,800 6,700 1,360,369 8,957,909 15.5 6,475,235 22.9 57,874 974,218 1,450,581 75.7 321 ▲ 10.0

注3)　1867(慶応3)年末の寛永通宝銅一文銭の数値は、1869(明治2)年に旧金座人からの報告により明治維新政府が把握した数値に依拠。なお、寛永通宝銅一文銭については、1859（安政6)年の開港後に海外へ流出した分や諸
藩などで鋳潰されたと見込まれる分があるが、その数値は現段階では把握できない。

（２）両建て　（増歩調整ベース）

（１）匁建て　（増歩調整ベース）

資料）「旧新金銀貨鋳造高並流通年度取調」（三井文庫所蔵）、「旧貨幣表」（三井維高『新稿両替年代記関鍵』収録）、表「旧制金銀銭貨流通概要（明治2年現在）」（山本有造『両から円へ』収録）、表「幕末の金銀貨在高比較」、表
「幕末の各種銭貨在高」、表「天保期以降鋳造金銀貨幣一覧（１）」等（以上、日本銀行調査局編『図録日本の貨幣4』収録）、『永野家文書七　鋳銭書留其一』、『永野家文書八　鋳銭書留其二』、『永野家文書九　鋳銭書留其三』、
『永野家文書十　鋳銭書留其四』、『永野家文書十三　鋳銭御用書留　第三』、『金座諸入用書上』、『百文銭および文久銭に付書上』「百文銭鋳造高書上」（以上、日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）、石巻市教育委員会編『鋳銭
場関係資料『金局公用誌』二ノ下』、『鋳銭場関係資料『金局公用誌』三』
注1）1860(万延元)年の金貨改鋳および1865(慶応元)年の銭貨増歩通用の法令にそい、調整を加えた。ただし、金貨のうち「その他（文政までの金貨）」は増歩調整を施さなかった。

注2)換算に用いた金銀相場、銀銭相場は、「大坂の金銭相場並米相場毎年最高・最低平均表」（『新稿両替年代記関鍵』収録）に依拠した。換算率を【表3】に挙げた。



金一両 銀一匁 銀四十三匁 銭百文

（小判） （豆板銀） （≒丁銀１枚） （天保通宝）

安政5 1858 銀72.64匁 金0.59両
銭6846文 銭4052文

安政6 1859 銀74.32匁 金0.58両
銭6750文 銭3906文

万延元 1860 銀73.52匁 金0.58両
銭6594文 銭3857文

文久元 1861 銀72.32匁 金0.59両
銭6261文 銀43匁

文久2 1862 銀79.87匁 金0.54両
銭6379文 銭3435文

文久3 1863 銀84.09匁 金0.51両
銭6695文 銭3424文

元治元 1864 銀93.48匁 金0.46両
銭6542文 銭3009文

慶応元 1865 銀98.53匁 金0.44両
銭6662文 銭2907文

慶応2 1866 銀124.80匁 金0.34両
銭8141文 銭2805文

慶応3 1867 銀154.88匁 金0.28両
銭9375文 銭2603文

【表3】 大坂における金銀銭の換算表

銭94文

銭91文

銭90文

銭87文

銭80文

資料）「大坂の金銭相場並米相場毎年最高・最低平均表」、（三井維高編『新
稿両替屋年代記関鍵　巻二　考証篇』収録）より作成。各相場は年間平均値
を用いた。

銀1.06匁

銀1.10匁

銀1.15匁

銀1.16匁

銀1.25匁

銀1.26匁

銀1.48匁

銀1.53匁

銀1.65匁

銭80文

銭70文 銀1.43匁

銭68文

銭65文

銭61文



【表4】 江戸と大坂の間での貨幣輸送

　　　　　　　　　　　大坂御金蔵へ搬入された金銀貨

（江戸から大坂へ輸送された貨幣）

秤量銀貨
（貫目）

小判
（両）

二分金
（両）

一分銀
（両）

二朱金
（両）

一朱銀
（両）

秤量銀
貨（貫
目）

金貨（両）
百文銭
（貫文）

銅四文銭
（貫文）

1860 万延元 4,200 0 0 0 0 0 9,439 60,572 n.a 0
1861 文久元 4,000 1,000 75,000 20,000 8,675 0 5,400 134,778 n.a 0
1862 文久2 0 0 9,800 0 96 0 4,500 408,463 n.a 0
1863 文久3 5,300 5,000 585,000 0 30,000 30,000 2,700 196,142 n.a 0
1864 元治元 6,800 0 500,000 0 0 0 1,200 202,998 n.a n.a
1865 慶応元 5,000 0 759,850 170,000 0 105,000 0 17,719 796,993 n.a
1866 慶応2 0 0 773,000 n.a n.a n.a 0 0 950,052 404,011

1867 慶応3 0 0 100,000 n.a n.a n.a 0 0 0 54,323

25,300 6,000 2,802,650 ― ― ― 23,239 1,020,672 ― ―

注）（参考１）(参考２）に記載した計数は、三井組の輸送分。

(参考1）大坂から江
戸へ輸送された貨幣

(参考2）江戸から大坂
へ輸送された銭貨年

上記計

資料）大坂御金蔵へ搬入した金銀貨については「御用留」（三井文庫所蔵）および賀川隆之「文久・慶応期の御為替三井組」を参照した。



預入（金貨） 預入（秤量銀貨）
職人等へ払
出（金貨）

職人等へ払出
（秤量銀貨）

1863年10月～
1864年6月

10000両
617貫742匁7分6厘
(約10295両3分＊＊）

12967両
827貫270匁7分3厘
(約13787両3分2朱）

1864年10月～
1865年閏5月　*

14239両3分
382貫305匁4分8厘5毛
（約6371両3分）

1865年閏5月～
1866年7月*

49301両3分3朱
98貫768匁8分9厘
(約1646両2朱）

57102両3朱
105貫583匁3厘
(約1759両2分3朱）

合計 73541両2分3朱
1098貫817匁1分3厘5毛
(約18313両2分2朱）

70069両3朱
932貫853匁7分6厘
(約15547両2分1朱）

資料）「御守護職御屋舗御普請請払御用留」（三井文庫所蔵）

＊　1866(慶応元）年閏5月11日、1867(慶応2)年8月に三井組が預入、払出実績を調査し取り纏めた数値をもとにした。

＊＊金貨への換算は、「1両＝60匁」の公定相場によった。

【表5】京都守護職屋敷普請経費の預入および払出の状況



【表6】大坂御金蔵への金銀銭貨搬入にかかる人足賃など　－1861(慶応元）年閏5月の事例-

支払項目
支払額
（単位：文）

人数、単価など 備考

二分金の持運び人足労賃
等

5,400
18人雇い
1人あたり300文

二分金21万両（31箱に収納）。1箱約40kg（二分金2つ3g
として計算）

丁銀の持運び人足労賃等 36,000
120人雇い
１人あたり300文

丁銀2000貫目（200箱に収納）、1箱約38kg（重量1匁を
3.75gで計算）

丁銀を収納した箱にかける
縄代と労賃

6,664
200箱分
１箱あたり33文

丁銀を収納した箱に縄をかける。

百文銭を収納した箱にか
ける縄や筵代など

16,794 1675箱分
百文銭33万5000貫文を収納した箱に掛けた縄や筵の補
強。１箱約40kg(百文銭１つを20gとして計算)

守衛のための人足労賃 18,000
人足6人
１昼夜1000文

百文銭を大坂御金蔵に搬入までの3昼夜間の守衛。

弁当代 7,200
１人１食100文
１人9食分

百文銭の守衛に関与した両替商手代、人足の弁当代。

資料）「御上洛御用留」(三井文庫所蔵）



【表7】　上洛関係者旅宿の経費支払に関する帳簿の記載―1864(元治元)年1月～3月の事例―
＜宿泊者到着準備＞　（　）内は数量 記帳額 備考　　単価など

角行燈（黒塗１５・白木１０など） 金１両３分　銭２００文 角行燈１つ平均　約４５６文

枕（５０） 金３分銭３００文 枕１つ　１０２文

枕（３４　現金払） 金２分銭２００文 枕１つ　１００文

たばこ盆（１０） 金1分３朱銭１００文 たばこ盆１つ　２９０文

こま下駄（３０） 銭２０００文 こま下駄１足　６７文

手桶・たらい 銭１８４８文 ー

五徳・火箸（３５） 銭５８００文 五徳・火箸１対　約１６６文

炭（６俵） 金２分1朱　銭１００文 炭１俵　約６１７文

箒（１５　現金払） 金１分銭２００文 箒1本　１２０文

草履（５） 銭３３２文 草履１足　約６７文

火打金・燈心 銭２２２文

鍋（３）・釜（２） 金１両銭９００文

鍋（１）・釜（１） 金１分２朱

弁当（１５　現金払） 金１分２朱銭１５０文 弁当１つ　１７０文

火鉢・油さし等 金３両２朱

役所との連絡に伴う支度代 金１分３朱

旅宿での賄い実施までの仕出し 金１７両２朱銭３２６文

(上記　小計） （金３０両３朱銭４５１文）

＜以下　三月支払分　宿泊者到着後＞

障子４枚張替・紙代 金１両２朱　銭２４０文

人足雇賃 銭１貫６００文

建物掃除手伝人足雇賃 銭３７０文 人足１人

到着者へ提供する膳（吸物ほか） 金１両１分銭１９０文 ２７人分（１１貫３９０文）、１人前４２２文

炭（４３俵）・柴（１束）・割木（１束） 金４両銭１７７文

ふきん（１丈：３．３ｍ） 金１朱銭２３０文

到着者へ提供する膳の品各種 金１両銭２６０文 ２７人分（６貫６６０文）、１人前２４７文

炭取・火打箱等 金３分１朱銭２９０文

杓（１３） 金２朱銭２５４文 杓１本　８１文

伊丹酒（７斗４升） 金４両１分銭１８０文 銭２７貫３８０文、伊丹酒１升　３７０文

杉櫃（５） 金１分銭２０２文 杉櫃１つ　３６０文

薪その他 金１分１朱銭２１７文

角行燈（黒塗５）ほか 金１分３朱銭２００文

火打金（３）・五徳（５） 金１分銭３２８文

瀬戸物各種 金３分１朱銭２７８文

(上記　３月分払　小計） （金２１両２分２朱銭6貫８３２文）

資料）　「元治甲子年三月　御上洛御旅宿　諸払帳」（三井文庫所蔵）

注１　項目は帳簿での記載順にそい、支払額の表記は小計を含め、帳簿の記載にそった。

注２　支払は商人へのつけ払いが原則。帳簿には商人名と購入金額が記載されている。

注３　帳簿には換算相場として「１両＝６４００文」と記載されている。単価計算の際はこれによった。

　



1859（安政6)年 1860(万延元）年 1861(文久元）年 1862(文久2)年 1863(文久3)年 1864（元治元）年 1865(慶応元）年 1866（慶応2)年
記帳件数 11件 16件 12件 40件 59件 53件 74件 82件
記帳額 （金貨） 金6朱 金3分2朱 金3分 金3両3分 金4両2分1朱 金3両1分 金8両3分3朱 金6両3朱

（秤量銀貨） 丁銀１枚 丁銀4枚
（銭貨） 銭20,886文 銭30,830文 銭23,511文 銭103,808文 銭95,780文 銭114,120文 銭118,869文 銭205,836文

＜3.588両＞ ＜5.618両＞ ＜4.367両＞ ＜20.437両＞ ＜23.598両＞ ＜20.807両＞ ＜27.225両＞ ＜37.855両＞

金貨（件数 両建ての額） 3件　6朱 5件　3分2朱 2件　3分 21件　3両3分 23件　4両2分1朱 25件　3両1分 42件　8両3分3朱 45件　6両3朱

（１件あたり平均） （2朱） （2.8朱） （１分2朱） （2.1朱） （3.2朱） （2.1朱） （3.3朱） （2.1朱）
銭貨（件数　文建ての額） 5件　800文 10件　1,848文 11件　2,098文 13件　2,500文 23件　9,700文 26件　5,900文 30件　7,369文 42件　9,300文
（１件あたり平均） （160文） (185文） (191文） （192文） （423文） （227文） （246文） （22１文）

丁銀（件数　枚） なし なし なし １件　丁銀１枚
2件　丁銀4枚
（備考参照）

なし なし（備考参照） なし

9件 12,064文 13件　19,299文 6件　7,451文 27件　52,256文 23件　57,341文 31件　80,580文 33件　63,982文 30件　129,496文

＜1.856両＞ ＜2.969両＞ ＜1.146両＞ ＜8.039両＞ ＜8.822両＞ ＜12.397両＞ ＜9.843両＞ ＜19.922両＞
（1,340文） （1,485文） （1,242文） （1,935文） （2,493文） （2,599文） （1,939文） （4,316文）

8,022文 9,683文 13,962文 49,052文 28,739文 27,640文 47,518文 67,040文

＜1.234両＞ ＜1.490両＞ ＜2.148両＞ ＜7.546両＞ ＜4.421両＞ ＜4.252両＞ ＜7.31両＞ ＜10.313両＞

13.9 20.6 24.6 23.7 40.2 20.0 37.0 20.1

89.5 84.4 82.8 78.1 66.5 84.4 67.2 83.7

n.a n.a 772～788文 800～806文 800～806文 806文 806文 824～900文

n.a
168文
＜164～172文＞

191文
＜174～208文＞

149文
＜132～154文
＞

154文
＜150～162文＞

178文
＜150～240文＞

236文
＜208～314文＞

548文
＜408～716文＞

・奈良奉行、山田
奉行などの人事異
動に伴う通行な
ど。

・京都町奉行の人事
異動に伴う通行な
ど。

・大坂町奉行の人事
異動に伴う通行な
ど。

・丁銀を引き渡し
た記述は、一橋
慶喜の通行時。
・この年、皇女和
宮関係者、上洛
準備のための幕
府関係者の通行
増加。

・丁銀４枚に関する
記述は将軍徳川家
茂と一橋慶喜の通行
時。このうち丁銀2枚
分は、換算の上相当
額の金貨を渡した。
・将軍家茂の上洛に
随行する人員の宿泊
代、食事代を公定。

・正月に実施された
将軍家茂の上洛は
海路によったため、
将軍の通行なし。

・４月、第二次長州征
討のため将軍家茂が
進軍、大坂城に入る。
・将軍家茂通行時に
丁銀6枚相当の金貨
を渡した。
・11月、東海道の宿
場のうち、品川から二
川宿を経て、三河国
の池鯉鮒宿に到る３
９宿の本陣等が連名
で、物価高騰を理由
に、紀州藩に宿泊代
などの値上げを嘆
願。

・９月、長州藩と停
戦、撤退する幕府
軍の通行が生じ
た。兵の食事代は
記帳されているが、
通行した兵はその
場で支払わず、後
日幕府が払う扱い
とされた。
・１２月、幕府は宿
泊代、食事代の公
定額を引上げ。

（表の作成方法）

記帳額に占める文建て記述のウェイト　％

　　（１件あたり平均）

（３）文建てで記載された宿場役所からの
給付額（足し銭）

（参考1）二川本陣帳簿にみられる銭相場
（金二朱との引替レート）

・二川宿本陣の宿帳に記載された旅行者のうち「御公儀」（公用旅行者）の帳面（「二川宿本陣宿帳」Ⅰ）　を対象。

　　　＜両換算＞

(1)「疋」「白
銀」「青銅」等
で表記された
宿料などの拝
領額

（参考2）二川本陣帳簿にみられる米価
（年平均、米１升あたり）
＜　＞内は上限・下限

（２）文建てで記載された宿泊代などの
支払額

・「金貨」として扱っているものは、金貨の単位（両・分・朱）を有する貨幣。したがって、天保一分銀や嘉永一朱銀のような計量銀貨を含む。「銀貨」をしてカウントするのは秤量銀貨。丁銀は重量４３匁としてカウント。

・金貨に換算するに当たっては、金１両＝銀６０匁、金１両＝銭６５００文の公定相場によった。

・宿帳に記載された個々の「足し銭」の額とその合計額が必ずしも合致しないため、この表では文建ての記帳額合計から、拝領銭貨、宿料等で支払われた額を差し引いて算出した額をもちいた。

・（参考１）（参考２）に記載した米価および銭相場については、「二川宿本陣宿帳」Ⅰ～Ⅲに記載された、大名・旗本等の宿泊代等に併記された米価（米１升あたりの文建て価格）および銭相場（金二朱あたりの銭貨交換レート）を抽出し、年平均
を算定した。年間に変動のある場合は、上限・下限も記載した。なお、利用件数、貨幣の引き渡し額、米価の推移等をもとに、当該表の対象期間が大きく３つの時期に分かれることを点線で表示した。

【表8】二川宿本陣における「公儀」旅行者の貨幣支払に関する記帳内容

備考

　　　＜両換算＞

＜上記　金貨換算額＞

記帳額に占める（１）のウェイト　％

資料）　　　豊橋市二川本陣資料館編　「二川宿本陣宿帳」Ⅰ～Ⅲ



宿泊 昼食
在京中の賄
い代　（１日
＜上＞）

在京中の賄
い代　（1日
＜下＞）

蒲団損料
（１枚１カ月）

備考

1863(文久3)年1月 248文 124文 388文 338文 700文 将軍家茂上洛に随行する場合

1865(慶応元)年9月 248文 124文 388文 338文 700文 第二次長州征討等の場合

1866(慶応2)年9月 400文 200文 - - - 京都から江戸へ戻る場合

1866(慶応2)年12月 700文 300文 - - - 米価高騰のため料金引上

【表9】将軍上洛等に随行人員等に関する公定料金　（１人あたり）

資料)石井・服藤編『幕末御触書集成　第一巻』



【表10】 幕末期　金座・銀座が運営した銭座一覧 （開港から倒幕まで）

銭座名 場所 運営主 鋳造実施時期 鋳造銭貨

橋場 江戸・浅草橋場町 金座
1835（天保6)年～
1861（文久元)年

天保通宝（銅百文銭）

橋場 江戸・浅草橋場町 銀座
1857（安政4)年～
終期不詳

寛永通宝（真鍮四文銭・鉄四文銭）
文久永宝（銅四文銭）

小菅 江戸・小菅御殿跡 金座
1859（安政6)年～
186７（慶応3)年

寛永通宝（鉄一文銭）
文久永宝（銅四文銭）

深川 江戸・深川海辺新田 銀座
1860（万延元)年～
終期不詳

寛永通宝（鉄四文銭）
文久永宝（銅四文銭）

真崎
江戸・浅草橋場北
真崎酒井雅楽頭邸

金座
1862（文久2)年～
1867（慶応4)年

天保通宝（銅百文銭）
文久永宝（銅四文銭）

佐渡 佐渡・相川 金座
1862（文久2)年～
1864（元治元)年頃

寛永通宝（鉄一文銭）

難波 大坂・難波村 金座
1865（慶応元)年～
1867（慶応3)年？

天保通宝（銅百文銭）



【表11】 小菅銭座からの相対での寛永通宝（鉄一文銭）の払出実績　　　

払出先　　　年
1861
(文久元）年

1862
(文久2)年

1863
(文久3)年

1864
(元治元）年

1865
(慶応元）年

1866
(慶応2)年

1867
(慶応3)年

合計

江戸 15,000 15,000 78,000 45,500 57,800 7,050 1,000 219,350
<43.8>

京都・大坂 0 82,000 103,867 19,600 0 0 0 205,467
<41.1>

駿河 1,961 0 3,828 5,917 0 0 0 11,706
<2.3>

甲府 0 0 1,524 1,307 0 0 0 2,831
<0.6>

伊勢 0 0 2,244 9,800 0 0 0 12,044
<2.4>

箱館 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000
<2.0>

長崎 0 1,892 0 13,067 0 0 0 14,959
<3.0>

新潟 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000
<0.2>

代官 0 469 1,954 4,600 12,323 0 0 19,346
<3.9>

松平肥後守 0 0 0 3,500 0 0 0 3,500
(会津藩） <0.7>
松平越中守 0 0 0 320 0 0 0 320

（桑名藩） <0.0>

 計　    A 17,961 99,361 191,417 113,611 70,123 7,050 1,000 500,523

鋳造量　B 222,450 203,611 222,285 145,224 76,123 7,600 1,500 878,793

単位　貫文（100文未満は四捨五入）　　　＜　＞内はウェイト％

鋳造量　B 222,450 203,611 222,285 145,224 76,123 7,600 1,500 878,793

A/B % 8.1 48.8 86.1 78.2 92.1 92.8 66.7 57.0

(参考)
寛永通宝等
の鋳造許可

1859(安政6)
年仙台藩
（寛永通宝
鉄一文銭）
1861(文久
元)年　金座：
佐渡(寛永通
宝鉄一文
銭）

薩摩藩（琉
球通宝：銅
百文銭）

水戸藩（寛
永通宝鉄
一文銭）
金座・銀座
（文久永宝
銅四文銭）

水戸藩（寛永
通宝鉄四文
銭）

盛岡・金沢・
会津藩（鉄四
文銭）
金座：難波
（銅百文銭）

津藩（寛永
通宝鉄一
文銭）
広島・津藩
（寛永通宝
鉄四文銭）
水戸・会津
藩（寛永通
宝鉄四文
銭の江戸
での通用）

津藩（寛永
通宝鉄四
文銭、江戸
での鋳造）

        -

資料）
『永野家文書七　鋳銭書留其一』、『永野家文書八　鋳銭書留其二』、『永野家文書九　鋳銭書留其三』、
『永野家文書十　鋳銭書留其四』(日本銀行金融研究所貨幣博物館所蔵）


